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平成２６年勝浦町マラソン議会（９月会議）会議録第３号 

 

１ 招集年月日 平成26年９月10日 

１ 招 集 場 所      勝浦町議会議場 

１ 開閉日時及び宣告 

   開 会 ９月10日 午前９時30分   議 長  大 西 一 司 

   散 会 ９月10日 午後５時00分   議 長  大 西 一 司 

１ 出席及び欠席議員 

  ○出席議員（10名）        

       １番  美 馬 友 子       ２番  麻 植 秀 樹 

       ３番  河 野 道 雄       ４番  篰   公 一 

       ５番  国 清 一 治       ６番  森 本   守 

       ７番  山 野 忠 男       ８番  井 出 美智子 

       ９番  大 西 一 司       10番  川 端 雅 夫 

  ○欠席議員（０名） 

１ 地方自治法第121条第１項により説明のために出席した者の職及び氏名 

   町    長  中 田 丑五郎     副  町  長  福 田 輝 記 

   教  育  長  椎 野 和 幸             野 上 武 典 

   住 民 課 長  笹 山 芳 宏     住民課課長補佐  石 木 正 昭 

   建 設 課 長  柳 澤 裕 之             久 木 喜 仁 

１ 職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  松 本 重 幸 

１ 議事日程        

        開議宣告 

   日程第１ 諸般の報告 

   日程第２ 認定第１号 平成25年度勝浦町各会計歳入歳出決算の認定について 

１ 本日の会議に付した事件 

   日程第１から日程第２まで 

１ 会議の経過 

教育委員会事務局長       
給食センター所長       

産業交流課長 
農業委員会事務局長 
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   別紙のとおり 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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            午前９時30分 開議 

○議長（大西一司君） 皆さんおはようございます。 

 ただいまから会議を開きます。 

 本日の議事日程は，お手元へ配付のとおりでございます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（大西一司君） 日程第１，諸般の報告を議題とします。 

 井出議員から遅刻の届けが出ておりますので，ご報告しておきます。 

 次に，法第121条第１項の規定により，説明者として出席を求めたのは中田町長，

福田副町長ほか関係各課長でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（大西一司君） 続いて，日程第２，認定第１号，平成25年度勝浦町各会計歳

入歳出決算の認定についてを議題とします。 

 昨日に引き続き，担当課長に説明を求めます。 

 住民課関係について，一般会計から詳細説明をお願いします。 

 笹山住民課長。 

 そのままで座って結構です。 

○住民課長（笹山芳宏君） それでは，住民課関係，一般会計歳入歳出決算について

ご説明を申し上げます。 

 まず，歳入からでございます。 

 資料の主要事項説明書をごらんになっていただきたいと思います。 

 １ページ目ですけれども，主なところから説明します。 

 現年度住宅料の使用料が1,101万2,700円の収入でございます。それから，過年度分

の住宅使用料……。 

○議長（大西一司君） 款項目言うてくださいよ。 

○住民課長（笹山芳宏君） もとへ戻ります。 

 12款１項２目１節現年度住宅使用料1,101万2,700円，それから12款１項２目２節過

年度分住宅使用料285万1,400円の収入でございます。 

 12款２項１目２節戸籍住民基本台帳手数料が280万4,200円の収入でございます。 
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 それから，次のページですが，12款２項２目２節廃棄物処理手数料として585万

450円と13款２項５目２節社会資本整備総合交付金154万8,000円，それから下のほう

へ行きまして13款３項１目１節参議院議員選挙委託金として411万9,546円。 

 それから３ページ目，真ん中ぐらいですけれども，13款３項２目１節……。 

            （「13款の１とかな，ほんで目節は言わんでいい」の声あ

り） 

 はい，わかりました。 

 13，３の２の１，国民年金事務国庫委託金169万2,792円，それから次のページをお

開きいただいて５ページ目ですが，17，１の４の１，勝浦町クリーンセンター跡地処

理事業基金からの繰入金１億4,000万円等を合わせまして，住民課関係の総歳入額は

１億7,495万5,018円でございます。 

 歳出のほうのご説明を申し上げます。 

 もう一つ分冊になっております資料というのがございます。一般会計歳入歳出決算

主要事項説明書資料，こちらのほうでご説明を申し上げたいと思います。 

 １ページ目をお開きいただきまして，２款１項３目の交通安全推進費，決算額は

57万7,445円でございます。事業の内容につきましては，右のほうに書かせてもらっ

ております。これも大きいもので説明をさせていただこうと思っております。 

 次のページをお開きいただきまして，広報の発刊事業，２款１項８目でございま

す。決算額は245万2,933円でございます。 

 ３ページ目，２款４項１目，戸籍住民基本台帳費でございます。決算額は709万

9,987円，次のページをお開きいただきましたら，人口動態，それから証明書の交付

状況について集計を載せております。 

 ７ページ目でございます。 

 ２款４項２目……。 

○議長（大西一司君） さっき言いよったように２，４，２でええな。 

○住民課長（笹山芳宏君） ２，４，２でございます。住民基本台帳ネットワークシ

ステム費390万6,326円の決算額でございます。 

 次のページをお開きいただきまして，８ページですが，２の５の４，参議院議員の

選挙費として644万6,154円，それから２の５の７勝浦町長選挙費として120万6,700円
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を執行いたしました。 

 ９ページは，参議院議員通常選挙の詳細について載せさせていただいております。

町長選挙は無投票でございました。 

 それから，10ページをお開きいただきまして，２の６の１統計調査費，７つの統計

を行いまして，70万2,350円を執行しております。 

 11ページ，３の１の４国民年金費でございます。決算額は35万4,009円です。国民

年金の資料につきまして，12ページに掲げております。 

 13ページですが，３の４の１災害救助費７万8,616円，日赤奉仕団への活動補助金

はこちらから５万円出させてもらっております。 

 14ページ，４の１の４狂犬病予防事業でございます。決算額28万4,766円です。 

 それから15ページ，４の２の１清掃総務費として12万7,250円。 

 それから16ページ，４の２の２し尿処理費でございます。6,202万9,400円。これは

小松島市外３町村衛生組合への負担金が主なものになっております。 

 それから17ページ，４の２の３じんあい処理費１億6,347万7,848円。これの詳細に

つきましては，18ページにございます。大きいところを読み上げさせていただきま

す。11の需用費としてごみ収集袋の購入料391万3,690円，不燃物処理業務委託料

401万8,278円，ごみ収集運搬業務の委託料1,362万円，焼却残渣処理業務委託料305万

1,400円，一般廃棄物処理業務委託料3,869万8,800円，クリーンセンター解体撤去工

事管理業務委託料630万円，クリーンセンター解体撤去工事管理支援業務委託費208万

9,500円，ごみ焼却場跡地登記事務委託料129万1,500円。 

 それから，下のほうに行きまして15の工事請負費，クリーンセンター解体撤去工事

8,158万5,000円，それからもう一つ下の18，備品購入費，ごみ収集車，ロータリープ

レス車を購入いたしまして，699万8,400円でございます。 

 次，19ページ，４の２の４廃棄物再生利用等推進費でございます。675万6,198円執

行しております。 

 それから，20ページ，４の２の４廃棄物再生利用等推進費，ペットボトル，アルミ

缶，スチール缶等のリサイクル事業，それから白色トレーのリサイクル事業でござい

ます。これにつきましては空き缶等で右のほうに書いておりますけれども，売り払い

の代金として131万2,929円が収入でも入っております。 
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 21ページでございます。 

 主なところで13の委託費，廃プラスチック類再生処理業務委託料として111万

417円，不燃物運搬処理業務委託料，瓶類として120万円。それから，14の使用料及び

賃借料としてリサイクルプラザの建物賃借料113万4,000円を支払っております。 

 22ページ，４の２の５合併浄化槽推進費でございます。335万6,300円を支払ってお

ります。それの詳細につきましては23ページ，７基分の合併浄化槽を設置しておりま

す。 

 それから24ページ，５の１の14農業集落排水事業費でございます。農業集落排水事

業への繰出金として1,998万円を繰り出しております。 

 それから25ページ，７の４の１公営住宅費の住宅管理費として1,300万1,001円を執

行しております。主なものといたしましては，右側に掲げておりますが，住宅の修理

代として210万940円，それから公営住宅等長寿命化計画策定業務に309万7,500円等を

執行しております。 

 それから26ページ，７の４の２住宅新築資金等貸付事業費へ15万9,000円繰り出し

をしております。 

 以上，主な一般会計についてご説明を申し上げました。 

○議長（大西一司君） 以上で一般会計の説明は終わりました。 

 これより質疑を行いたいと思います。 

 一般会計について質問のある方はご発言をお願いします。 

 ５番国清議員。 

○５番（国清一治君） 今までで一番わかりよかった説明と思いますが，去年も指摘

しとんですけれども，決算監査で指摘事項を見られていると思いますが，やっぱり気

になるのが住宅の使用料，これ収納率58.7の3.5，これ24年度と比べてどんなんかい

な。また，戸数がわかったら。４割の方が滞納しとるっていう計算になりよる。 

○議長（大西一司君） どんどん言うて，議長要らんけん。 

○住民課長（笹山芳宏君） 24年度との比較について申し上げます。 

 24年度の現年度の調定額が1,371万9,200円でございました。このうちの収入額が

1,104万円，未納額が267万9,200円，現年度として80.5％の徴収率です。過年度の分

が1,469万500円が調定額でした。収入額が112万6,100円，未納額が1,356万4,400円，
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この分の徴収率としては7.7％。 

 25年度が現年度分が調定額が1,359万1,800円，収入額が1,101万2,700円，未納額が

257万9,100円，81％の徴収率でございます。過年度分が調定額1,624万3,600円，収入

額が285万1,400円，未納額が1,339万2,200円，17.6％の徴収率になっております。 

 24年と25年を比べましたら，少しですけれども徴収率は，現年度分でしたら80.5％

から81％，過年度分が7.7％から17.6％，合わせましては24年度が42.8％，25年度が

46.5％ということでございます。 

 それと，件数でございますが，現年度分の住宅使用料で16件，共益費が15件でござ

います。過年度分が住宅使用料が20件，共益費が17件でございます。 

○５番（国清一治君） ありがとうございました。ということは，徴収率がかなり上

がっとるということで，かなり努力されておるなと思いますが，問題は過年度分やと

思うんやけど，これって不納欠損は出とらんのやけんど，もう当然そういう該当が出

てきたんではないんでしょうか。そうせなんだら，これいつまでも徴収率のところに

かかってくると思うんやけんど，例えば訴訟になっとるのがあるかとか，不納欠損せ

ないかんのがあるか，そこらはどんなんですかね。 

○議長（大西一司君） どうぞ。 

○住民課長（笹山芳宏君） 現在のところは不納欠損の扱いをしているものはござい

ません。当事者の方から時効についての援用とかを申し出ていただいたり，事務的な

手続もあり，不納欠損する場合は議会のご決議も賜らなければならないというふうな

こともあって，まだそういうふうなところまで事務を進めていることはしておりませ

ん。 

○５番（国清一治君） 過去にそういう不納欠損した経緯があるんで，当然住所がわ

からんとか，徴収不可能な分は不納欠損処分の手続のほうに向かって事務をしたんが

ええと思いますので。一旦終わります。 

○議長（大西一司君） ほかに。 

 ４番篰さん。 

○４番（篰 公一君） ちょっと関連して今のところの住宅なんですが，まずちょっ

と金額を確認しときたいんですが，今の資料の入のほう，１ページのところに，要は

住宅して入ってきたのは，この資料から１ページのところで言いますと，現年度分で
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1,100万円余りですね，それと過年度分で285万円，合計したら入ってくるのが

1,386万円という数字ですね。それに対して出のほうは31ページ分の29ページで

1,300万円という数字でいいですね。これはこの数字の確認なんですが，これを資料

のところは25ページに詳しく先ほど説明していただいたとこに載っとるんですが，こ

の資料のところの支出のところで長寿命化計画策定業務で300万円出されてますね。

この長寿命化の計画というのは具体的に，簡単で結構ですので，どういう内容のもの

を委託して作成しとんですか。 

○住民課長（笹山芳宏君） 現在の住宅を全て悉皆調査をいたしまして，向こう10年

間でどういうふうな修理をしていけば長く持たすことができるかっていうふうな計画

でございます。 

○４番（篰 公一君） わかりました。そしたら，先ほど言いました住宅に対する収

入と支出の金額，これ収入のほうは今までも監査で先ほど５番議員が言いましたよう

に指摘もさせてもろて，たしか町長みずからも行くというような形で，若干収納が上

がったと思うんですが，それにしても入が資料の25ページの下にも書いてありますよ

うに，使用料などで1,700万円という数字になっとんですが，先ほど言いました今年

度は1,300万円余りですね，入のところで。その数字の違いは多分拾い方によるんと

思うんですが，1,386万円の収入があって，費用に1,300万円かかっとるということ

は，これ今回計画があったにしろ，要はこれ，住宅というのは収入で毎年の支出をと

んとんにいきよるというような状況なので，今聞いたら今後10年間の計画を策定した

と。私やこう思うたら，単純に思ったら，払い下げをしてもう町営でなくしたほうの

ほうが荷物が軽いになるんかなと思うんですが，ということは今後10年はそういう払

い下げとかという計画はないということですか，住民課の判断として。 

○議長（大西一司君） これ篰さん，担当が石木さんのほうなようなんで，石木さん

に直接もろて構わんで。 

○住民課課長補佐（石木正昭君） 担当の石木です。住宅のお問い合わせにつきまし

てご説明をさせていただきます。 

 先ほど篰議員のほうからありましたが，ちょっと説明が一部欠落しておりまして，

19款の共益費というのもここに入るようになっております。住宅使用料と共益費と今

回につきましては長寿命化計画策定業務に係ります国庫補助金，お手元25ページにあ
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りますように254万8,000円ということで，今回住宅に関しましては1,722万200円の歳

入がありました。 

○４番（篰 公一君） ここの下に書いてあるやつですね。 

○住民課課長補佐（石木正昭君） これはこのとおりなんです。それに対しましての

支出のほうは実は1,300万円ということで，住宅につきましては，このお手元にあり

ます400万円少々，実は黒字というのはちょっとおかしいんですけど，収支で言うた

ら，この400万円余りのお金はどこ行きましたかということになりましたら，これも

25ページに記載させてもらってますが，総務管理費，考え方としましては担当の人件

費とかに充てさせてもらってるということになるかなと思いますが，決算状況としま

してはそういうことになっております。 

 それで，先ほど議員さんのほうからの質問いただきました向こう10年間の町の払い

下げ云々につきまして，現在のところまだ方針は決定できておりません。 

 以上です。 

○４番（篰 公一君） ちょっとさらに言いますと，これこの回収しとる中には，家

賃を滞納されとっても，言うてきたら改修はせないかんのでしょ。そういうところに

対して矛盾をちょっと私は感じるところがあるんですが，でもそれはやっぱり言うて

こられたら，一応住民課としては応じざるを得ないというところなんですか，そこら

あたりはどんなんですか。どういう姿勢で臨んどんですか。 

○住民課課長補佐（石木正昭君） 今ちょっと議員さんからもありましたが，基本的

には申し出がありましたら，速やかに修繕を行っております。 

 この公営住宅というものなんですが，民間の賃貸住宅ともやや似通ってますが，実

は目的というものが，低所得者の方に入っていただくということが目的となっており

まして，ここらが難しい場面もあります。 

 また，町営住宅ですが，やはりこれは町の資産ということで，傷みっ放しでずっと

置いておくというのは，これ当然できないということで，修繕のほうは行わさせても

らっております。 

 ただ，議員さんおっしゃってもらったように家賃も払ってくれてないおうちの修繕

っていう確かにごもっともなんですが，一応現在のところ住民課としましては，町の

資産の保全ということで，速やかな修繕を行っているところです。 



- 176 - 

 以上です。 

○４番（篰 公一君） そりゃ非常にもっともらしゅうに聞こえるんですよね。町の

資産であるから，町の責任として修繕はしなければならないと。しかし，片方ではや

はり住んでる方に家賃を徴収するということもありますわね。そこらあたりの，長年

これずっと指摘しとることなんで，どういう姿勢で臨んでいくかというところにかか

っとると思うんですが，直すときに今までのもし滞納しとる分があれば，ある程度条

件的なようなことで言う必要も，そうせんとこれ，そのポイントだけ見ればそうかも

わかりませんが，やっぱり公平性ということを考えていった場合に，これはもう言わ

ずもがなでわかっとることと思うんですが，新しく担当もかわられたことやし，ぜひ

新しい気持ちでこれも臨んでいってもらいたいなと思うんですが，あとちょっとこれ

細かい数字で非常に申しわけないんですが，私きのうずっとチェックしとってどうし

てもわからなんだ点があるんでひとつ聞きたいんですが，この主の決算書あります

ね。これの45ページに住宅関係が載っとるんですが，住宅費のところね。そこで一般

住宅のところ，一般住宅で60万9,000円計上されてますね，支出済額。それが委託料

が45万円，それと繰出金が15万9,000円，こうなっとるでしょ。 

 こちらの今した説明書，これの30ページになるんですね，これが。30ページに当た

るでしょ，この分が。ここの一般住宅費，下から５行目ぐらいですか，ここに15万

9,000円あるでしょ。45万円っちゅうんは，これは住民課の分ではないんですか。 

○住民課課長補佐（石木正昭君） おっしゃるとおりで，住民課の分ではありませ

ん。多分ですけど建設課の分かなと。 

○４番（篰 公一君） ここに入っとるけども。 

○住民課課長補佐（石木正昭君） 決算書，これ課，多分関係なしに出てますので

ね。住民課の分ではございません。 

○４番（篰 公一君） ほかのところもちょっとめくってみたけど，45万円っていう

数字がほかのとこでも，細かいことなんやけど，この分だけがどうしても合わなんだ

もんで，ここにあるけどこれは住民課の分でないということね。 

○住民課課長補佐（石木正昭君） 結論としてはそういうことです。 

○４番（篰 公一君） そういうことですね。はい，わかりました。 

 以上です。 
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○議長（大西一司君） ほかにどうぞ。 

 ５番国清議員。 

○５番（国清一治君） ちょっと質問させてもらいますが，23ページの合併浄化槽，

これ執行331万7,900円なんですけれども，これ当初予算が決算書見たら1,200万円あ

ったと思うんやけど，これ当初は何基を目標にしとったの。ちょっとこれ減額補正が

900万円で，かなりこれ大きいんで，そこらはどういう理由なんか，ちょっとそこら

説明お願いします。30基ぐらいしとったんじゃないかなと思うんやけど。 

○議長（大西一司君） 担当がかわっとるけん，なかなかちょっと答えに厳しいとこ

もあるんやけど，ちょっとそれわかってあげて。 

○５番（国清一治君） はい，いつまででも待ちますので。 

○議長（大西一司君） ちょっと後回しで，調べてみますので。 

○５番（国清一治君） 後で結構です。 

 もう一点は，18ページにじんあい処理費の関係が出とるんですけれども，特に粗大

ごみの収集には非常にご苦労された。来週ですか，14日にも粗大ごみの収集日になっ

てるということなんですが，これ９トンちゅうのはかなり減ってきた数字だと思うん

ですけれども，それはそうなのか，費用はこれ委託費になると思うんやけど，どこで

見たらええんでしょうね，これ。引き取り作業でもええんでね。年３回ですかね，

今。かなり成果が出て，減ってくることが一番いいことで，かなり減ってきたと思う

んですけれども。 

○議長（大西一司君） 粗大ごみの入。 

○５番（国清一治君） 入でなしに，９トンというのはかなり減ってきた数字だと思

う，どんどん減ってきよると思うんだよね，これは。それと，出はこれどこ，その費

用は多分100万円単位やと思うんやけんど，列記してないんかな，これ。払いの先。 

○住民課長（笹山芳宏君） 払いの先は旭金属なんですけれども。 

○５番（国清一治君） 旭金属，でも入っとらんな。ただでないと思うけど。 

○議長（大西一司君） 旭金属に何ぼ粗大ごみとして払いよるんでと。 

○住民課長（笹山芳宏君） あわせてそれも確認させていただきます。ちょっとお待

ちください。 

○５番（国清一治君） というのは，かなり民間の方で各地区を冷蔵庫とかいろいろ
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電気製品集めよう人もあったり，特に段ボールとか新聞はかなり民間の方に出しとる

人が，うちらの地元で多いんやけどね。余り効果が出て少ななっとると思うんやけん

ど，ちょっと見直ししていったほうがいいんかなと。はっきり言うて僕やのとこから

始めたんやけんど，最初は夕方の５時までせなんだら収集ができなんだけど，今も

11時までで，見よったら余り量もないなと思ってますので，ちょっとこれは見直しす

る時期かなと思ってますので，そこらは答弁要りませんので，検討しといてくださ

い。後で結構です。一旦終わります。 

○議長（大西一司君） ほな，ほかにございましたら。 

 ８番井出議員。 

○８番（井出美智子君） 済みません，遅刻してきてちょっと。 

○議長（大西一司君） 結構ですよ，言うてあるけん。 

○８番（井出美智子君） 15ページの清掃業務費で，保健部長会に12万7,250円支払

ってるところがあるんですけど，先日も話ししていたら，各地区に１カ所大きなごみ

ステーションを構えているんですけども，お年寄りが高齢化して，ごみをごみステー

ションまで持っていくのが物すごく負担になっていて，なかなか遠いところまで持っ

ていけないので，もっと簡単に一時的にお年寄りが置けるような小さなごみステーシ

ョンみたいなのを設けてほしいっていう要望があったんです。 

 そうすると，保健部長さんとか地元の役員さんの負担が大きくなるので，そういう

ふうな費用をふやして，そういったお年寄りの要望に応えるようなきめの細かい事業

実施というのはできないのかなと思って，これは決算のことで言うべきことではない

のかもしれないですけれども，ごく最近も２カ所ぐらいの人に具体的に本当に動けな

くなって，シルバーカーにも乗れなくなって困っているので，自分でごみを持ってい

くというのが不可能になっている家庭が各地区に数多く出てきている状況をきちっと

把握してほしいという意見がありましたので，この場をおかりして課長にお伝えして

おこうと思って言いました。 

○議長（大西一司君） 答弁どうします。 

○８番（井出美智子君） 課長ではなくて，町長に答えてもらうべき内容かもしれま

せんが。 

○議長（大西一司君） 町長。 
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○町長（中田丑五郎君） 分別ステーションが19年からできまして，リサイクルに回

すとか，いろいろごみの減量化を図るために非常に18品目と，それ以前は全然分別余

りしてなかったですけども，あれを機に分別ステーションができまして，いろんなリ

サイクル，ごみ減量化が図れたというように私自身思っております。 

 そんなことで高齢者の方が，分別ステーション，限られたところに設置をしており

ますので，遠くて困ってるというようなこと。不便さはあるんだろうなと思うんです

けども，それが具体的に保健部長さんとか区長会議で，毎年区長会議しておりますけ

ども，そんな声も聞いておりませんので，担当者を通じてそうした方がどの程度おら

れるのか，どうしたほうが一番ベストなのか，また保健部長さんの負担が大きくなる

んでなかろうかとか，いろんなことを総合的に判断させていただかなければ，今直ち

にどうしますとかというような話は難しいというように思っておりますので，議員さ

んご指摘いただいたことも十分担当者，私も聞いておりますので，今後の検討課題と

していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○８番（井出美智子君） よろしくお願いします。本当に地域がすごく高齢化して，

几帳面に持っていけてた家庭も，２人とも動けなくなってなかなか持っていけないと

かというのがふえているので，ごみステーションに関しては，徳島市の市会議員が来

て，上勝なんか問題にならないぐらい勝浦が進んでいると褒めちぎって帰った経過が

あるぐらい，勝浦は実際に来てもらったら評価されているので，もう一歩踏み込んだ

形でのきめの細かい施策をもう少し予算に具体化してほしいと思います。 

 済みません，ちょっと決算のところで言うべきことではないのかもしれませんけ

ど。ありがとうございました。 

○議長（大西一司君） ４番。 

○４番（篰 公一君） 済みません，ちょっと関連するんですが，今のは普通のごみ

の収集のところと思うんですが，今分別ステーションの話が出たんで，これ25年度も

50万円の当初予算計上しとったですね。この年だったか，ちょっと減額したかもわか

らんけど，実際としては予算で50万円，これは１基分だったと思うんですが，25年度

もこれはつくられなかったと，多分前年度もつくられてないと思うんですが，これ今

動きはどんなんですか。まだ全地区にはできとらんと思うんですが，それと１基のと
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ころを２基にふやすというような，当初はそういう構想もあって予算化しとると思う

んですが，現在の動きはどんなんですか。今後どうするつもりなんか，その点だけお

願いします。 

○住民課長（笹山芳宏君） 現在のところ，当初の予定からいいましたら，２地区が

まだ１カ所もないところがありまして，２地区が２つ，複数にしたいけれども１カ所

しかできていないっていうところがあって，あと４カ所できたら当初の計画どおりに

なると思うんです。 

 基本的に上の上屋の建築費は役場のほうで出させていただくんですが，下の土地に

つきましては，各地区でご用意をいただくというふうな約束で来ておりますので，な

かなか用地のほうが進まないようでございますが，１地区につきましては，用地がで

きつつあるような情報も聞いているところでございます。 

○４番（篰 公一君） 今の答弁では，少しずつでも進んではおるという解釈でいい

んですか。全くとまってしまったということではないんですね。１地区が用地ができ

るようなということで。 

○住民課長（笹山芳宏君） 一つもできていない２地区につきまして，努力は区長さ

ん初めずっとしてきていただいております。なかなかここどうだろうかといって，水

道組合が反対してだめになったとか，そういうふうなこともあって，歴代の区長さん

方も努力はすごくしていただいているんですけれども，そのうち今回１地区につきま

しては具体的に進んでいるように聞いております。 

○４番（篰 公一君） 役場はどういうスタンスなんですか。区長に頼んどいて，区

長任せという感じなんですか。それとも，ある程度役場のほうが強くお願いして用地

のところまでもちょっとバックアップしようというようなところはあるんですか。区

任せなんですか。 

○住民課長（笹山芳宏君） 用地関係につきましては，現在のところは区のほうでご

心配をしていただいておりますので，役場のほうへ一緒に頼みに行ってくださいとか

というふうな話があったら，それはそれで伺うことはやぶさかでないんですけれど

も，現在のところはそういうふうなご要望は受けておりません。 

○４番（篰 公一君） いや，私が言いたいのは，こういうのは分別は姿勢としては

当然必要なわけですわね。ただ，その地区にないということは，その地区の人は分別



- 181 - 

ができとらんって，普通の一般のごみに出されとるような形になるわけでしょ。 

○住民課長（笹山芳宏君） ではなくて，それはそれで，もう一つ前のときのよう

に，普通の一般の燃えるごみを出すようなところで集めるような手法はとっておりま

す。 

○４番（篰 公一君） そうでしょ，だから分別はできとらんわけですね。 

○住民課長（笹山芳宏君） いやいや，分別して集めさせていただいて。 

○４番（篰 公一君） いわゆる発泡スチロール，プラスチックとかなんとかで，今

みたいに細かい分別はできとらんでしょ。分別ステーションのような分別はできとら

んでしょ。 

○住民課長（笹山芳宏君） そうですね。 

○４番（篰 公一君） やはりそういうのが必要やという姿勢を町がもっと示すべき

でないかということを私は言いたいんです。 

○住民課長（笹山芳宏君） それはそういうふうに区長さん，こちらもお願いするほ

うでございますので，やはり区長さん方もしたいと，どうにかしてつくりたいという

ようなご要望はあるんですけど，いかんせん土地に関することですので，役場が出て

いってお願いするよりは，やっぱり地元の方がお願いしてくださるほうが，それでだ

めなのに役場が行ってもだめかなというような感じで，区長さんとかはすごく要望を

持ってくださっとんですよ。役場としても毎年予算を持って用地の確保さえできれ

ば，すぐかかるようにはしてるんですけど。 

○４番（篰 公一君） もう一歩踏み込んで，そこに町有地があれば，今は町有地は

だめという話になってますわね。でも，どうしてもできなければ，町有地を利用して

でもしてもらうというところまでは今はまだ考えてませんか。 

○住民課長（笹山芳宏君） そうですね，やっぱり先行しとるところとの公平性とい

うのを考えるときに，聞くところによりますと，区のほうで用地代を払いながら土地

を借りて設置しているやというふうな地区もあるように聞きますので，そこら辺との

バランスっていうふうなもんも考えなければならないので，現在のところは町有地を

使ってっていうふうなことは考えておりません。 

○４番（篰 公一君） この目的は何かというところをまず一番に考えてもらって，

あとの土地とかなんとかは手段の問題ですから，目的はきちっと分別して資源の有効
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活用をするということですから，その目的を達するような努力はすべきであると思い

ますので，ひとつよろしくお願いします。 

○議長（大西一司君） よろしいか。 

○４番（篰 公一君） はい。 

○議長（大西一司君） ほかに。 

 ごみ処理，私のほうから１つ。不法な持ち込みというもんは今現在どのような状況

ですか。各地区で聞きませんか。いっときようけ十何ぼも袋を放り込んである，分別

もせんと，そんなんを聞きよったけんど，監視カメラ置けって言いよったぐらいにだ

ったんですけど，状況はどんなんですか。 

○住民課長（笹山芳宏君） やはり地区外からの持ち込みっていうふうなんの情報は

あります。ある場所によりましたら，目の届かないようなところでおりを置いてあっ

て，地区外からの持ち込みが多いようなので，そのおりは撤去して，軒先収集といい

ますか，お家の前で何軒かの方が集めて収集するのに変えてくれとかというふうな話

も聞いて，そういうふうなこともやったりしましたし，やはり古紙の収集をしている

ところなんかにも地区外からっていうか，もっと町外からのようでしたが，持ち込み

もあるような話も情報としては入ってきております。 

○議長（大西一司君） その対応というか，前段言うたやつはそやって個人のとこで

って言うんやけんど，ほかにどんな対応，今その程度でいけるんですか。それから，

今の町外からっていうような古紙のことなんかはどんな対応なさってますか。 

○住民課長（笹山芳宏君） 後段の町外のっていうのにつきまして，物は町外のもの

でしたが，住所は町内の方やというふうな感じやって，勝浦考える会の方等からもま

た今後気をつけるようにというふうなお話を通していただいたりして，今後には，そ

のことに関しては解決したと思っております。一つ一つ出てきたことについて対応を

しております。 

○議長（大西一司君） それはその都度の対応をお願いしたいというのと，今おっき

ょいことやけんど，小松島にもってこの数字が4,000万円切って3,800万円，それとじ

んあいと別にし尿処理なんか，人口減なんかが大分加速というか，人間も減っていき

よんやけんど，トン数なんかの推移はどんなんですか，全体の。ごみとし尿処理の量

なんかは。 
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○住民課長（笹山芳宏君） ちょっと具体的な数字の資料は持っていないんですけれ

ども，やはり減少傾向でございます。住民の方の人口の減少だけではないような減少

もしております。 

○議長（大西一司君） 分別が進んだということ。 

○住民課長（笹山芳宏君） そうでございます。 

○議長（大西一司君） 町長が交渉してくれて，あれ大分まけてもろて４万円やった

かな。 

○町長（中田丑五郎君） 5,000円，500万円ぐらいです，年間1,000トンで。5,000円

にまけてもろうたんですけどまけてもろたって言うのもおかしいですけど。市長に交

渉して5,000円に，500万円ぐらいには安くなったと思います。 

 今の話の中で，せんだって，環境町民会議，毎年開いております。そのときにもい

ろいろな生々しい話も随分聞かせていただきました。参考になることもあるし，町民

の強い要望も大いに聞かせていただいて，ある程度の数字は出とるんやけんど。 

○住民課長（笹山芳宏君） ちょっと今私が。 

○議長（大西一司君） 住民減プラス，かなり分別が進んどるということやね。そり

ゃ結構なことです。 

 ほかにございませんか。 

 よろしいですか。 

 ５番国清議員。 

○５番（国清一治君） たびたび済みません。環境衛生費の中にこれ河川清掃の関係

の予算はあるんかいな，つくっとるかいな。例えば勝浦川をきれいにする会には補助

金出したり，それはしとんやけんど，前に不法投棄があったときにブルを借り上げ

て，どうしても処理できんときは清掃したのがあるんやけど，そこらどんなんでしょ

うかね，予算的にあるんかどうか。 

○住民課長（笹山芳宏君） 現在はそういうふうな予算というのはよう組んでいない

と思います。 

○５番（国清一治君） ていうんは，これことしの話で言よったらぐあい悪いんやけ

ど，台風で瓦れきがどっさりたまっているところがあると思うんやけんど，はっきり

言うて星谷橋も橋以上の高さで何トンもあると思う。あれは建設がするんか，環境で
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するんかわからんのやけんど，あのままではちょっとぐあい悪いと思うんで，建設課

のときにもちょっと，じゃけ，これ予算的には組んでないちゅうことやな。前は組ん

どったんやけどな，不法投棄のとこで。不法投棄ではないんやけんど，勝浦川を町の

宝にっていうんがふるさと創生のキャッチフレーズで，もうずっと今も草は刈りよん

やけんど，片やごみがどっさりあるところがぼつぼつあるんですが，あそこらもして

いかなんだら，そのままではちょっとぐあい悪いなと思うんで，これほんならないっ

ていうことやね，予算は。 

○住民課長（笹山芳宏君） そうですね，一応土地の所有者とかそういうふうなとこ

ろの川っていったら，実際で言いましたら県河川のほうでお願いするのが一番筋かな

と思うんですけど，なかなかしていただけなかったら町でっていうふうな話にもなる

かもわからんと思うんですけど，住民課のほうの不法投棄なんかにしましても，基本

的にはその土地の持ち主の方に撤去をしていただくと，そういうふうなときに処理の

ほうは粗大ごみのときとかにお持ちいただいたりしたら，処分料はいただかないで受

け取って処理させていただくというふうな基本的なスタンスでは来ております。 

○議長（大西一司君） 勝浦川のごっついごみやろ，あの，ひとつ言よんは。あんな

んも。 

○５番（国清一治君） はっきり言って勝浦川をきれいにする会に補助金，住民課は

出しとるけんな，出しとるでしょ，住民課から，全く県のやけん知らんわというわけ

にはいかんと思うんやな。県がそんなん一々せんと思うんやわ。これは管轄外です，

草刈りでなしにな。 

 それは私も知ってますので，一回見てもろたらええと思うけど，星谷橋の今の現状

だけ見といてください，あの南詰め。 

○議長（大西一司君） 南詰めにどっさりごみが積もっとる。 

○５番（国清一治君） そりゃ何トンっていう。瓦れきとごみでもう橋より大分高

い。 

○副町長（福田輝記君） 常々勝浦川は県管理河川ということで，県のほうが管理と

いうことですけども，非常に河川について予算が県のほうも厳しいということで，河

川の維持管理上，必要なことについてはどないか対応するけどということで，常々勝

浦町が勝浦川の美観，そこを中心に勝浦町として主体的にやられておるということに



- 185 - 

ついて，県の県土整備局のほうでは非常に助かっておるというような話は聞きます。 

 ただ，今回の件について私も現場を見させていただいて，河川の管理上，流量の阻

害になるような，そういうものであるんであれば，至急県のほうにも言って対応をお

願いをしようとは思っております。ただ，非常に予算の厳しい中，町としても勝浦町

の美観ということについては一生懸命頑張っていかなくてはいけないなというふうに

は思っております。 

○５番（国清一治君） 現場を見てください。 

 それともう一点，ちょっと小さいことやけんど，去年は参議院選挙やられたんやけ

んど，投票所の今立会人，管理者，今３人かいな。 

 ２人に減したんやな。 

○住民課長（笹山芳宏君） 管理者が１人で立会人がお二人。一般の方でおいでて，

投票管理者さんが１人で，投票立会人さんがお二人。 

○５番（国清一治君） それを２人にできるんじゃないか。というのは，来年選挙も

あるんで，前僕も１回質問したことがあるんで，ちょっとそれを調べてください。で

きたら２人でええと思う，僕は。非常に立会人頼むのも苦労されとるところもあると

思うんで。 

○議長（大西一司君） よろしいですか。 

○５番（国清一治君） 終わります。 

○議長（大西一司君） ほかに。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（大西一司君） ないようでございますので，これで一般会計のほうは終わり

ます。 

 続いて，農業集落排水特別会計について説明を引き続いてお願いします。 

○住民課長（笹山芳宏君） それでは，農業集落特別会計歳入歳出決算についてご説

明を申し上げます。 

 これも説明書資料のほうをごらんいただきたいと思います。 

 １ページ目，１の１の１，歳入でございますが，使用料として使用料が787万

5,850円で，あと２の１の１，公債費元金，決算額が916万2,076円，２の１の２，公

債費の利子517万3,511円の決算額となっております。 
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 次の５ページをお開きいただきまして，済みません，もとい，歳入の説明をもう一

度ここでさせていただきます。 

 １の１の１の１の１現年度の使用料が748万9,850円で，１の１の１の２の１過年度

の使用料が８万6,000円で，２の１の１の１の１農業集落の補助金として125万円，そ

れから３の１の１の１の１一般会計からの繰入金が1,998万円，４の１の１の１の１

の前年度繰越金204万1,408円，５の１の１の１の１新規加入金30万円の合計3,114万

7,258円の総収入額でございます。 

 歳出のほうですが，その下でございます。これは大きいものを言っていきたいと思

います。 

 真ん中ぐらいで１の１の１の11の２その他の需用費のところ，電気代として265万

1,962円，それからその下ですが，修繕消耗品等で276万1,705円，それからその下の

段の１の１の１の12の４手数料，汚泥の抜き取り241万4,004円，それからそれの３つ

下，緊急対応等に107万3,940円。 

 次のページです。１の１の１の13の１施設の維持管理費として252万円，それから

１の１の１の15の１，２段下でございますが，工事請負費255万1,500円，これは機能

強化の繰越事業分でございます。 

 それから，ずっと下へおりまして２の１の１の23の１償還金元金の分で916万

2,076円，それからその下の段，２の１の２の23の１償還金利子でございますが，

517万3,511円。 

 それでもう一つ下，欄外に書いてございますが，歳入の合計3,114万7,258円から歳

出の合計3,027万4,556円を差し引きまして87万2,702円は平成26年度へ繰り越すこと

としております。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 農業集落排水特別会計，説明は以上でございます。 

 何かご質疑ありましたらどうぞ。 

 １件入ったんですか，加入。 

○住民課長（笹山芳宏君） そうです。 

○議長（大西一司君） １件ふえとんやね。 

 私からほんなら，加入率は今年度何％になっとん。68.6。 
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 資料に入っとんやん，わかりました。 

○住民課課長補佐（石木正昭君） 済みません，ただいま議長のほうからお問い合わ

せあった加入率ですが，この加入率というのは考え方としまして，この農業集落排水

施設の対象地区に家が何軒あるかという，これを押さえれにゃ加入率も出てこないん

です。加入率というのは多分そういうお問い合わせだろうと思うんです。 

 この資料にあります供用率っていうんは，申し込みとか，現に施設を引き込んでい

ますが，当然使われてないところは休止，こういうおたくもあります。この差額って

実はこの休止等の戸数になりますので，加入率とはちょっと違いますので，これはご

説明をさせていただきます。 

 もう施設が通ってる，現実に使ってるよっていうのがこの供用率になるかと思われ

ますので，申しわけないんですが，加入率につきましてはちょっとしばらくお時間い

ただいて，先ほど言いましたように，対象地区内に戸数が何戸あるかとか，そういう

のも押さえなければ出てこないかなと思いますので，よろしくお願いいたします。 

○議長（大西一司君） これよりふえるんやな，パーセント。 

○住民課課長補佐（石木正昭君） まあいうたら，横瀬に300軒あったとしたら，対

象地区内，これっていうのは横瀬地区と中山地区の一部という対象地区になっており

ます。ここに現に家が何軒ありますかっていうのがちょっと，それが分母になります

ので，加入率とりましたら，その戸数を正確に算定しなければ，加入率というたら，

多分お問い合わせは加入率なので，そういうことかなと思います。 

 例えば横瀬地区に300軒，対象となる中山に50軒ほどで350軒家があるのに，ここに

ある271というのは施設をとりあえずは引いていただいている家の数になりますの

で，そういうことになります。よろしくお願いいたします。 

○議長（大西一司君） ほな，それは結構です。 

 ４番。 

○４番（篰 公一君） 未納の分，滞納のところ，歳入のところの一番上なんです

が，現年度で18戸と過年度分で15戸，これの見込みはどんなんですか。一時新しいや

り方を導入して，督促状とかの把握を出しやすうにして滞納を減らすというようなこ

とに予算を使ったことがあると思うんですが，逆にちょっとふえてきよるような気が

するんですが，これどうしても仕方がない分もあるでしょう。亡くなって，誰も家に
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おらないとかというようなこともあると思うんで，そこらあたりの対応も含めて，住

民課としてどのように見通してますか。 

○住民課長（笹山芳宏君） これも鋭意徴収に努めたいと思っております。なかなか

意見の相違とかがありまして，お支払いいただけないようなもんもあるようでござい

ますが，ご理解をいただいて，お支払いをしていただくように頑張っていきたいと思

っております。 

○４番（篰 公一君） 非常に抽象的なんで，具体的に言うたら，利用しておって，

現在おって利用しとるにもかかわらず払ってないような人は当然強く出るべきだと思

うし，もう既にそこの持ち主の方が亡くなって空き家になって滞納されとる方も実際

おると思うんです。それについては当然遺族の方，特に町内におったら連絡とりやす

いですが，町外の方も連絡をとってしよるのか，どうしてもできなんだ場合はもうこ

れ欠損に上げていくような処理をしていくのか，そこらあたりの方針が決まっとらな

んだら今のような答弁になってしまうと思うんですが，住民課の姿勢というのはきち

っと持っとらないかんと思うんですが，そこらあたりどのような見解ですか。 

○住民課長（笹山芳宏君） 現在のところは，未納になっている分についてはいただ

きたいという姿勢でございます。 

○４番（篰 公一君） それはわかる。具体的に，もう既に亡くなっておらないよう

なところが何軒かあると思うんですよ。そういうところは連絡をとってでももらうよ

うにせないかんと思うんやけど，それでもできん場合は欠損に上げていくような形に

せなんだら，ここはずうっと残っていきますわね。どのような考えでおるんかという

のを聞かせてもらったらと思うんです。 

○住民課長（笹山芳宏君） そういうふうな例が出てきたら，議員さんおっしゃるよ

うにと思うんですけど，ちょっと今のところはそういうふうな議員さんの心配してい

ただくようなのに該当するようなのはないように思うんです。 

○４番（篰 公一君） いや，あると思いますんで，一遍これの内容を，戸数的に見

てもしれてますんで，数，そこらあたりもう少しチェックしといてもらえませんか。 

○住民課長（笹山芳宏君） 施設としては利用していただきよるような分につきまし

ては，お亡くなりになったとかは関係なく，お使いになっている方にお願いもせない

かんと思うし。 
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○４番（篰 公一君） もう空き家になってしもうとるところもあるんですよね。お

らんようなところもあるんで，そこらあたりに対してはどうするかというのをきちっ

と持っとらなんだら，ずうっとそのままになってしまいますんで，住民課としてどの

ように対応するかというのを，この中身をよくチェックして対応策を，それぞれ個別

にいろいろやり方があると思うんで，そこらあたりを十分対応していかなんだら不公

平感出てくると思いますので。 

○住民課長（笹山芳宏君） 不公平感が出ないように１つずつ精査していきたいと思

います。ありがとうございます。 

○議長（大西一司君） 10番。 

○１０番（川端雅夫君） 今の関連で，２年ぐらい前に監査所見で，未納，取れない

ところについては，前から地区の役員さんがおったらしい，今は消滅しとるらしいん

やけんど，そういう方を新たにこしらえて収納に努めてくれという所見を出してある

んだけど，今の課長に言うのは酷ですけれども，やっぱり引き継ぎというんがある

し，それから例月か何かで亡くなった方が親戚が最終に払ったという例もありますん

で，きっちりと調べて，いただくところはいただいて，公平感，同じ負担するという

のが原則やけんね，そこのところ十分住民課としても対応してもらいたいなと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） ほかに。 

 ５番国清議員。 

○５番（国清一治君） 加入率の問題で，さっき家を全部調べなわからんような答弁

で，ほうではないと思うんや。 

○議長（大西一司君） 前にもなんかおかしい，67％と言うたでな。合うとんかいな

と思うた。 

○５番（国清一治君） これは町長さんもずっと議員さんされとったときからこの加

入率がずうっと問題になってきとると思うんです。ほんで，これはその数字はいつも

すぐ出るんや。だけん，それははっきり言うて，僕が言うとんは，当初計画があって

賛同した人がおって，それに対する加入率，目標はたしか80％やったと思うんやけん

ど。 
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○議長（大西一司君） 80％でペイできるという話。 

○５番（国清一治君） 80％ね。ほんだけん，それはペイできる範囲までは上げると

いうことやってきて，実際はできなんだとということで，さっきの答弁で，今の戸数

を調べてなかったら出せへん，そんな問題でないと思うんよ。これは一番よう知っと

んは岡本病院事務局長が一番長いけん，よう知っとると思うんで，ちょっと聞いて，

これ会議中，これ答弁がすぐできんというのは今まで初めてだと思うんで。 

 それと，さっき10番議員さんが言うた地域の役員の話，私も１回質問でしたことあ

るんやけんど，これ事業は横瀬のほうから，陳情であったか請願であったか忘れたけ

んど，横瀬地区から上がってきて，組織体制もきちっとして上がってきた事業だと思

うんじゃ，これは，地元の要望で。今役員がいないというんだったら，現区長さんあ

たりにお願いしてせなんだら，多分新たにつくるったって，それは受ける人はおらん

と思う，非常に難しい問題抱えとるんで。これは地元区長さんにも十分協議して，地

域のことして考えていてもらわなんだら，これはいつまでたってもできんと思うん

で，これは区長さんとも話ししてください。これもう横瀬区として，それもすべき問

題ではないと思うんで，いきさつからいってそういうことで，加入率についてはこの

会期中に出してください。お願いします。 

○議長（大西一司君） 答弁よろしいね。 

 それでは，もうよろしいか，ほな，この件。 

 ほかにないようでございますので，この農排特別会計は終わります。 

 続いて，住宅新築資金等貸付特別会計についての説明を課長のほうからお願いしま

す。 

○住民課長（笹山芳宏君） それでは，住宅新築資金等特別会計歳入歳出決算主要事

項説明書をお開きいただきまして，１ページ目でございます。 

 歳入が１の１の１の１の一般会計繰入金15万9,000円から，２の１の１の１前年度

繰越金８万3,349円，それから３の１の１の１住宅新築資金等貸付元利収入現年度分

はありません。滞納分，３の１の１の２滞納繰越分として39万557円で，収入の合計

が61万2,906円でございます。 

 次のページをお開きいただきまして，歳出でございますが，１の１の１貸付管理費

として２万4,640円，それから次のページ，２の１の１元利償還金45万7,488円，それ
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から２の１の２利子償還金８万9,368円の，合計で57万1,496円で，先ほどの61万

2,906円から57万1,496円を差し引きまして，４万1,410円は次年度への繰り越しとな

ります。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 住宅新築資金の特別会計，説明は以上でございます。 

 何かご質疑ありましたらどうぞ。 

 ５番国清議員。 

○５番（国清一治君） これも確認だけなんやけんど，この滞納繰越分で調定額が

5,100万円になっとるということは，滞納してる方の金額がこんだけあるということ

やな。 

○住民課長（笹山芳宏君） はい，そうでございます。 

○５番（国清一治君） 5,100万円のうち，そやけん37万円入ったという，これ何人

がって言うたん，多分この人がコンスタントに払ってきよんだろ。何人なんですか，

これ払ってきよる人。 

○住民課長（笹山芳宏君） 5,100万円余の人数は14人でございます。 

○５番（国清一治君） 5,100万円が14人。 

○住民課長（笹山芳宏君） はい。 

○５番（国清一治君） ほな，入ってる人は，入ってきよる。 

○住民課長（笹山芳宏君） お金を入れてくださっている方は４人さんでございま

す。 

○５番（国清一治君） この人は大体コンスタントに払ってくれよんな。ほだけん，

こういう人があって，多分不納欠損はできんなったというんがあって，これずっと残

してきとんだろうと思うんやけど，そういう理解でいいのかな。わかりました。 

○議長（大西一司君） 毎回同じような質問が出るんで，監査委員さんも大変だろう

と思うんやけど，多分きつい指摘をしてくれとると思います。 

 ほかにございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（大西一司君） ないようでございますので，以上で住宅新築等特別会計も終

わります。 
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 それでは，以上で住民課のほうは終了いたします。お疲れでございました。 

 議事日程の都合により，休憩いたします。 

            午前10時54分 休憩 

            午前11時09分 再開 

○議長（大西一司君） それでは，休憩前に引き続いて会議を開きます。 

 教育委員会関係の詳細説明をお願いします。 

 久木教育委員会事務局長。どうぞ，そのままで。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） それでは，教育委員会関係の説明をさせてい

ただきます。 

 お手元の主要事項説明書に従いまして説明させていただきますけども，額の大きな

もの，100万円を超えるものにつきまして説明をさせていただきます。 

 まず，歳入の部ですけども，歳入の部の４の２と書いてある２ページをおあけくだ

さい。 

 ここで13の２の６の１の３ですけども，168万2,000円となっております。これは学

校施設環境改善交付金でございまして，勝浦中学校の自家発電の設置の国補事業でご

ざいます。予算の残額として500万円強の残額が出ております。ちょっと説明させて

いただきます。 

 当初予算には自家発電機のほかに中学校に消火ポンプをこの補助事業で実施すると

いうことになっておりまして，699万9,000円を計上しておったんですけども，その後

実施設計した後に消火ポンプが内容的にも対象外となったということで，この事業が

明繰事業でございますので，補正で落とすことができませんので，500万円強の残額

が出たということでございます。また，これにつきましては後ほど歳出のところでも

出てくると思いますので，そこで説明させてもらいます。 

 それから，次に13の２の８の１の10地域の元気臨時交付金，予算額2,121万7,000円

ですけども，決算額０円で，予算残額が出ております。今の説明させたままのほとん

ど同じ説明なんですけども，これも明繰事業の自家発電機と消火ポンプの事業，それ

の上に25年度の現年度の予算でスクールバスの購入費を合わせて2,121万7,000円を計

上しておったんですけども，元気臨時交付金の処理を総務課のほうで一括して行うと

いうことになったために，企画総務課の決算書のほうには恐らく出てきてると思うん
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ですけども，教育委員会の決算資料としては決算額０円と，予算残額という形で出て

きております。 

 今先ほど説明でも触れたんですけども，消火ポンプが国庫補助対象になくなるとと

もに，臨時交付金のほうも対象外というふうになっております。またこれも歳出のほ

うで出てくると思います。 

 続きまして３ページ，この右のページですけども，14，３，６，２，４のインクル

ーシブ教育システム構築モデル事業でございます。これはモデル事業としまして県か

ら委託を受けまして，生比奈小学校で実施しております。主に特別支援関係の経費と

して臨時教員の賃金とかそういったものに充ててございます。 

 その次に同じページですけども，18，１，１，１，１の前年度繰越金，これも先ほ

ど言いました元気交付金のところの説明と同じで，総務課のほうで一括して処理した

というところで，教育委員会のところでは執行０円という形になっております。 

 続きまして，最後のページです，４ページです。それの一番下の部分ですけども，

19，４，１，１，１の奨学資金貸付金元金償還金でございますけども，これは勝浦町

育英奨学金の償還金10件分でございます。 

 続きまして，歳出のほうの説明に移らせていただきます。 

 歳出のほうの２ページをおあけください。 

 真ん中のあたりの，真ん中，下のほうですけども，９，１，１，21の１の２奨学金

の貸付金，それと３ですけども，入学資金の貸付金，それぞれ24万円あるいは80万円

というふうな金額になっております。これは勝浦町育英奨学金貸付金ですけども，大

学生７名で，うち25年度に新しく貸し付けたのが２名となっております。それから，

入学資金ですけども，これも大学生だけでございまして，２名の貸し付けがございま

す。 

 続きまして，右のほうに行きまして，９，１，２の１の１特別職給料，職員給料，

それぞれ460万3,500円，3,886万7,500円というようになっております。 

 以下，その下は今の対象となるのが教育長，事務局，給食センターの職員の給料関

係でございまして，それの下の手当は，今のその関係者の時間外であったりとかとい

うふうな手当となっておりますので，説明は省かせていただきます。 

 それから，次のページです。４ページですけども，同じく真ん中あたりに７の１の
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１，臨時賃金としまして701万1,976円というふうになっております。これは学校の臨

時の事務員１名，それと３校の用務員の賃金です。 

 それから，右のほうに行きまして５ページですけども，９，１，２，11の２の消耗

品費です。100万2,072円となっております。当然消耗品ですけども，主にといいます

か，コピーのカウント料であったりとか追録料であったりとかといった一般的な消耗

品となっております。 

 続きまして，めくってもらいまして右のページの７ページ，上から４つ目ですけど

も，９，１，３，13の１の４設計監理委託料でございます。これは勝浦中学校の空調

の設計監理というふうになっておりまして，104万7,900円というふうになっておりま

す。 

 それから，めくっていただきまして右のページですけども，９ページです。真ん中

からちょっと上のところですけども，９，１，３，19の１の17です。これは就学援助

のお金でございまして，345万3,875円でございます。その内訳は就学援助費と，あと

就学援助の医療費というのがございます。それが5,400円，この中に含まれておりま

す。 

 それから，その下ですけども，下から４つ目ですけども，説明でいうと７，７，５

というところですけども，小・中体育文化振興補助金というところです。103万

2,000円，この内訳は，体育振興及び文化振興補助金と申しまして，勝浦中学校に主

に部活の活動に対しての補助金でございます。それから，その上に郡の教育研究会へ

の補助金，ことしはスピーチコンテストがありますので，それの１万円も含まれてお

ります。それから，郡の人権教育研究会の補助金６万円，それから勝浦郡の教育会補

助金14万7,000円ということで，合計103万2,000円というふうになっております。 

 次，めくっていただきまして左のページですけども，10ページおあけください。 

 小学校費なんですけども，下のほうですけども，９，２，１，11の２の２消耗品費

です。これは小学校での当然消耗品でございます。 

 それから，そのずうっと下のところ，説明番号６番の光熱水費，これは２項の電気

代プラス水道というふうなことでなっております。 

 それから，右のほうにページ行きまして，11ページですけども，説明欄の一番上で

す，修繕費です。213万2,035円ということで，これいろいろあるんですけども，主に
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２校のグラウンドの土をかえたり，あるいはプールのカートリッジとか，あるいはス

クールバスのタイヤの交換とかというふうな経費になっております。 

 それから，ずうっと下へ行き，真ん中から若干下のところで事業番号７，７，３の

児童通学輸送委託料です。これはスクールバスの委託です。274万5,750円というふう

になっております。 

 それから，めくっていただきまして，上のほうですけども，９，２，１，15の１の

１の工事請負費273万2,100円というふうになっております。これの詳細は主要事項説

明書の資料，後のほうについておると思うんです，別紙としてついておると思いま

す。 

○議長（大西一司君） ページだけ言うといて。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） １ページです。工事実施状況っていうペー

ジ，ここに９，２，１関係の横瀬小学校の動力とか生小の体育館の屋上防水，それか

らシャワーの増設といった工事を行っております。それぞれの経費はお示しのとおり

でございます。 

 次ですけども，またもとに戻っていただきまして，同じ３つ下の18の１の１備品購

入費，これは先ほど入のところでも若干触れましたけども，スクールバスの購入費と

２校の教材です。図書です，主に。楽器であったりとか，そういった教材類です，２

校の。合わせて1,500万9,630円ということになっております。 

 それから，右のほうに来ていただきまして，一番上ですけども，ここから中学校費

なんですけども，９，３，１，11の２の２の消耗品費，これは中学校の消耗品あるい

はクラブ活動としての消耗品も含まれております。 

 それから，その３つ下ですけども，説明番号６の光熱費，これは勝浦中学校の電気

代というふうになっております。 

 それから，ずうっとして真ん中から下のところの13，１の４設計監理委託料という

ところですけど，これも先ほど若干触れましたが，体育館の自家発電の設計監理料で

す。124万9,500円というふうになっております。 

 それから，一番下の15の１，工事請負費1,261万800円ですけども，これも先ほどの

一番最後の説明資料の１ページ，それから２ページを見ていただけたらと思います

が，１ページのところの９，３，１関係の中学校の体育館の修繕工事，それから普通
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教室の遮光フィルム張り，それから消火ポンプ室の補修工事，裏のページへ行きまし

て，２ページへ行きまして，先ほど入のところでも触れた体育館の自家発電装置，そ

れから消火設備ということです。これ合わせて1,261万800円というふうになっており

ます。 

 次に，めくっていただきまして14ページですけども，同じ９，３，１の備品購入費

です。これも小学校と同じように教材図書でございます。 

 それから，右のほうですけども，15ページです。これが９，４，１，19の１の説明

番号が780番ですけども，社会教育費ですけども，社会教育振興補助金としまして

136万5,000円というふうになっておりまして，これは資料がややこしいんですけど

も，これ社会教育関係の補助金でございます。この１つ飛んで説明番号７，８のとこ

ろもそういった補助金です。この補助金関係がちょいちょい出てくるんですけども，

この説明資料をもう一度あけていただきまして，説明資料の５ページをあけてくださ

い。 

 ９，４，１，19の１と全てなっとんですけど，事業番号が２つ，３つに分かれてお

りますので，ちょっとあちこち出てくるようになった形になっておるんですけども，

５ページの上から説明しますと，文化協会補助金54万円，それから婦人会へ64万円，

文化財の保護活動，これ勝浦です，18万円，青年会に13万5,000円，読振協に５万

円，それから町ＰＴＡ連絡協議会のほうに18万円，それから今山農村舞台保存会に

12万円というふうなことになっております。それが社会教育の団体への補助金関係で

ございます。 

 またもとに戻っていただきまして，17ページをおあけください。 

 ここには今言ったところの金額が19の１の一番下から２番目と一番下ですけども，

事業番号780，785，これがここに出てきて，今詳細の資料で説明したところに出てき

たところでございます。 

 それから，ずっとめくっていただきまして，20ページをおあけください。左のペー

ジです。 

 ９，４，２の11の２でございます。光熱水費が134万1,317円であります。これは社

会体育施設ですので町民体育館の電気代プラス水道代ということでございます。それ

から，その下の修繕費ですけども，これも町民体育館のほうで中の床を直したりとか
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いろいろごちゃごちゃあるんですけども，例えば町民体育館の前にある水銀灯のラン

プが消えて直したりとかというものも含まれております。それから，一番下の説明番

号774ですけども，委託料，これは町民体育館の指定管理，Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄｓのほ

うにしていただいておる委託料でございます。 

 それから，右のほうのページですけども，今度は９，４，２，18の１の１備品購

入，これは社会体育のほうの関係ですけども，これもいろいろと社会体育関係の備

品，例えばテニスネットとか，そういったものの購入でございます。 

 それから，ずうっとめくっていただきまして24ページ，左のページをお開きくださ

い。 

 ９，４，４の７の１の２の管理人賃金，これ図書館費ですので，臨時職員で対応し

ておりますので，その臨時職員の賃金ということになっております。 

 それから，ずっと下のところの11の２の２の消耗品費，雑誌とか新聞類です。本は

本なんですけども，すぐに償却できるようなものということの支払いはここで行って

おります。それから，下の光熱費，これは電気代とガス代でございます。 

 右のページに移りまして，25ページですけども，一番下の備品購入費240万4,921円

ですけども，これが本でございます。先ほどの消耗費のところでは雑誌とかといった

すぐに償却できるようなものがそちらですけど，こちらのほうはある程度の年数保存

しながら使っておる本の支払いをここで行っております。 

 続きまして，教育委員会関係はそれで終わりなんですけども，次に給食センター関

係。 

○議長（大西一司君） ちょっと待ってよ。別々に行きよるけん，給食センターのほ

うは。 

 ほな，一般会計のほうはこれで終わり，今ので。一般会計の中へ入っとん。ごめ

ん，どうぞどうぞ，続けてください。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） 資料が教育委員会関係と給食センター関係に

分けてございます。 

 給食センターの歳入の部の１ページですけども，真ん中あたりの説明番号１番，学

校給食費納付金，これは当然給食費と言われてるものでございまして，後についてお

る説明資料，主要事項説明書資料編の２ページをおあけください。ここに各校の児
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童・生徒の，それと学校の先生，それとセンターの職員の給食費の内訳が書いてござ

います。その合計が一番右の下のところの表のところの2,299万5,329円というふうな

ことになっております。 

 またもとのほうに戻ってください。 

 今度は出のほうでございます。給食センターの運営に関することなんですけど，総

務費なんですけども，真ん中からちょっと下のところの11の２の２，消耗品とかとい

うふうなことで138万2,547円というふうになっております。これ給食センターですの

で，エプロンであるとか，調理員の白衣であるとか，そういったいろんな消耗品でご

ざいます。 

 それから，その２つ下の説明番号６の光熱水費198万7,210円です。これが電気代で

ございます。一部畑総の使用料が若干入っておりますけども，ほとんどもう電気代で

す。 

 それから，そのすぐ下の修繕費166万8,032円ということで，これも建物だけにかか

わらず，備品類とかも修理がかなり出てきておりまして，例えば配送車の車検整備か

らステンレスのフード修繕とか，そういった備品関係の修繕もかなり出てきておりま

す。 

 それから，その下の12の１ですけども，139万1,000円ということですけども，これ

手数料でして，水質検査であったりとか，そういったところの手数料関係です。計量

機の定期検査料とかいろんな，ノロウイルス検査とか，主にそういったところです。 

 それから，次のページをおあけください。左のページの２ページですけども，真ん

中あたりの上のところの学校給食業務委託料107万7,639円となっております。これも

いろいろありまして，これも水質検査のほうの水のほうの検査の委託料，それから給

食センターの調理室の清掃業務とか保安協会とか，そういったものでございます。そ

れから，下から４つ目の備品購入費ですけども，これも冷蔵庫であったりとか消毒保

管庫，まないたとか包丁とかの保管庫，そういったものの購入費というふうになって

おります。 

 それから，その右のページですけども，真ん中から下のほう，11の１の１の食糧費

ですけども，調味料とかだと思います，済みません。 

○議長（大西一司君） 調味料ではない，2,100万円だぞ，これ。 



- 199 - 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） 済みません，２，１，８，９，９，378，材

料費です。牛乳とかパンとか入れた全ての材料費です，済みません。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 説明は終わりました。 

 何かご質疑があればどうぞお願いします。 

 ４番篰議員。 

○４番（篰 公一君） まず２点お伺いしますが，もとの資料のほうの１ページ目で

工事等の実施状況があるんですが，これの一番上，勝浦中学校のひび割れ補修工事

70万3,540円，これは勝浦中学校のどういう内容だったんですか。中学校，まだでき

てそれこそ，これは平成24年10月に本体工事が完成して，25年３月に落成だったんじ

ゃなかったんかな。できたすぐと思うんですが，ちょっと内容を教えてください。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） 勝浦中学校を新築しまして年数がたってない

ということで，また１年点検，２年点検とかするんですけども，それ以外の部分で震

度４の大きな地震があったときに，勝浦中学校本体の強度とかそういったものには全

く影響しなかったんですけども，壁の表面であるとか，表面だけがちょっと剥がれた

とか，そういったことで，これを行政のほうの責任か，極端な話，施工ミスなのかど

うかということなんですけども，気象庁とかのデータで，震度４であれば，大きな建

物であれば特にひび割れが起こっても，あるいはこういうような表面が崩れ落ちても

おかしくない揺れだというようなことで，町と教育委員会と戸田建設，それから設計

屋さんが話し合いまして，この部分については施工ミスじゃなしに，地震の関係のほ

うの影響だという結論づけで直しておるようです。 

○４番（篰 公一君） これ全額そしたら負担が町ですか。例えば業者のほうと折半

したとか，そういうことじゃなくして。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） 今先ほど言いましたように，１年点検のとき

にいろいろ不具合的に調子悪かったりとか，いろんなものが出てきてます，何十カ所

も。その中で，地震による影響によるものと，それでないものとのさび分けをしまし

て，震度４による影響は70万3,500円だというふうに結論づけて，町のほうがこの

70万3,500円については全額支払っておるようです。 

○４番（篰 公一君） これたしか10月に本体が完成したときに議員全部で現場見せ
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てもらったんです。そのときに既に議員の中からも指摘があって，これちょっと一部

ひびがいっとんでないかというような指摘もその当時あったんですよ。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） そういった部分も一応点検としまして全部で

50項目ぐらい上がってます。多分今議員さんが言われたような部分については戸田建

設のほうで支払って，それ以外の表面がひび割れとかそういったものについては町が

払っておるということです。 

○４番（篰 公一君） ちょっと釈然と，震度４でそんなに新しいできたばっかり

の，まして表彰もされたようなデザインだったんだろうけど，それほどよそにも誇る

べきようなものが震度４ぐらいでというたらちょっと語弊があるかもわかりません

が，実際ほかの公共の建物，例えば同じように学校，生比奈小学校，横瀬小学校，そ

ういうことがあったんですか，被害は。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） いや，ないです。 

○議長（大西一司君） 具体的に場所言うてあげて，どんなとこ。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） 例えば図書室の外壁西面，これが地震の影響

と思われるということで，表面が剥がれておるということでモルタル補修をしたと。

それから，調理準備室の外側北面も同じような，ドアの部分であるとか，そういった

ところ，主要な部分でどんと落ちたとか剥がれるというんでなしに，ドアの部分であ

るとか，そういった部分です。それから，配膳室の外部の引き戸のところのコンクリ

ート部分の割れがあったというとこです。 

○４番（篰 公一君） そんなに何カ所も傷んだということですね。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） そうですね，７カ所ぐらいですね。 

○４番（篰 公一君） それについては当時説明があったように，業者と設計と町当

局と一緒に立ち会ってしたということでしょ。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） はい，そうです。 

○４番（篰 公一君） その上で，仕方がないというような判断と思うんですが，こ

れ町長も当然最終的にその判断されたと思うんやけど，私はちょっとこれ理解しがた

いようなところがあるんですが，震度４で普通の家でもそないに傷んだようなことは

なかった。まして，同じような学校でほかの小学校２校はなかったんでしょ。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） ありません。 
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○４番（篰 公一君） 町長，感想だけ聞かせていただけますか。 

○町長（中田丑五郎君） 当然震度４で剥がれるということに関しては，議員が言う

ように，素人です，私も素人やし，そういうようなこと起こり得るんかなという思い

はずっとしてます。しかし，私の聞くところによりますと，そういう震度によって剥

がれる程度，ごっつい例になると折れたりするけども，ある程度のものだったら剥が

れるとかということは起こり得る現象だというようには聞いています。 

 ほやけん，場所等によるし，同じ小学校２つあって，そちらは全然被害なしに中学

校だけあったということも十分説明もできませんけども，震度４でその程度で表面が

クラックが入るというんだったらまだいい，それは業者責任でないというようなこと

らしいです。 

 ほやけん，いろいろそのときも協議した経過もあるんですけども，納得してたしか

認めたような，決して不合理で認めたわけでもないし，数多くの中でそういうような

ことがあったというふうに聞いてます。それ以上，詳しく余り言うと，十分説明に意

を尽くしておりませんので，そのぐらいだったと記憶はしとんですけどもね。 

○４番（篰 公一君） ちょっと釈然とせんようなところがあるんですが，これ以上

これ言うたところで，実際関係者が立ち会って，そこで検討した結果ということなん

で，これ以上言うてもしゃあないかなと思うんですが。 

 そうしたら，２点目のインクルーシブ教育，これモデル校として生比奈小学校でや

られましたですね。これ県の全額委託だったと思うんですが，これの評価，これやら

れて，勝浦町としてこれは評価したもんなんか，それともいろいろデータを提供した

だけで，評価は県がしたんなんか，要はこれの結果について教育委員会はどのような

報告を受けたのか，またそれを今後町の教育行政に生かしていけれるようなことがあ

ったのかどうか，そこらあたりどうですか。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） 当然，事業ですので評価をせなければなりま

せん。特別支援関係なんですけども，その当時の生比奈小学校，今はもういないらし

いんですけども，当時先生おって，いろんな問題点とか，それから課題とか，そうい

ったものを出したり，今先生おらなくなっても，それを引き続き特別支援とかを中心

にして活動しておるということです。この前も協議会みたいなのがあったんですけど

も，そういった中で，取り組みとして課題事項とかについて活発に話し合うて，今後
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も引き続き特別支援，障害を持つ子供とそうでない子供がともに一緒に楽しい学校生

活を送れるようにということで，皆どの教師も責任感持って今もやっておりますの

で，十分この効果はあったと思ってます。 

○４番（篰 公一君） そういうことですね。ただ県にデータとかいろんな，あれ県

から来られたと思うんですよ，先生が。いろいろモデルとしていろんな情報収集した

り，いろんなところで関係者と相談もしたりしたと思うんで，その効果は町のほうの

教育委員会のほうで今後も勝浦町の教育行政に生かせていけれるというようなものは

きちっとあるということですな。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） 私もこの前会に出席しましたけども，予定の

時間をオーバーするほどの議論になったりして，逆に今のままの体制でいいのかとか

というようなことまで出るほど活発な意見が出て，今後に生かしていこうと，今度

11月か12月にもあるんですけども，またそのときにも意見を持ち寄って，楽しい学校

生活が送れたりするためには何が必要かとか，教員の数であるとか，そういったこと

も話し合うていこうということになっておりますので，十分効果があったと思ってお

ります。 

○４番（篰 公一君） そしたら，その効果をまたまとめていただいて，いろいろ，

すぐにとは言いませんが，適切な時期に議会のほうにもまた報告していただけたらと

思いますので，その点ひとつよろしくお願いします。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） わかりました。 

○４番（篰 公一君） 以上です。 

○議長（大西一司君） 教育委員会，ほかにございませんか。 

 どうぞ，７番山野さん。 

○７番（山野忠男君） 説明書の２ページのとこに給食の業務委託料というのがあり

ます。これに107万円ほど使っておりますけれども，これは先ほどの説明の中で保安

とか水質検査ですか，いろいろやってるということなんですけれども，徳島県でも平

成19年，20年ごろに農薬の濃度というのが非常に問題になりまして，阿南のすだちな

んかは出荷停止になりました。そんなことで，ノロウイルスの検査というだけでなし

に，いろんな農薬の濃度検査なども，やっぱり給食に使う食材，検査してほしいと思

うんですけど，現在ではどういうような項目を検査しておりますか，お聞きしたいと
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思います。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） その食材の検査をどの程度やっておるかとい

うご質問でしょうか。 

○７番（山野忠男君） はい。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） 野菜とかの話なんですけども，当然無農薬の

ものを使用してるというのが大前提です。無農薬というのは，今議員さんおっしゃら

れたとおり，うちのほうで検査すべきとは思うんですけども，生産者とか出荷者のほ

うの責任において基本的にはまずはやってもらうということだと思うんです。そこの

信頼関係が崩れれば何の意味も，無農薬を入れるという意味もないので，食品に対し

ての無農薬はどうかということは検査しておりません。それはＪＡであったりとか，

そういったことで無農薬を出荷しておりますので，そこのところを指導しながらきっ

ちりと物を言うて，ほんまに無農薬使われとるのどうかとかといったことを言ってい

くべきだと思いますけども。 

○７番（山野忠男君） 前とは違って大分農家も敏感になっとると思うんです。食材

は大丈夫というんであれば，それ以外の検査，ノロウイルスだけでなしに何々やっと

るか，そこらもお聞きしたいと思います。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） 先ほども言いましたけども，検査は水質です

よね。それから，衛生害虫の駆除，これ検査でないんですけども，衛生害虫の駆除を

してもらったり，それから清掃そのものをしてもらったりというところ，それと先ほ

ど言いました手数料ですけども，ノロウイルスの検査手数料，それから水質とか拭き

取りの検査，細菌の検査の手数料を支払ってます。大体そういうとこです。 

○議長（大西一司君） よろしいか。 

○７番（山野忠男君） 結構です。 

○議長（大西一司君） ほかにございませんか。 

 １番美馬議員。 

○１番（美馬友子君） すごく小さいことなんですが，出の２ページなんですが，中

学校９カ年の皆勤賞っていうところ，６万2,000円の予算なんですが，何人かという

んはわかる，それとか動向とか，今体力低下とかあるのに，すごい学生さんがおいで

るんかなって思うところと，もう一点，２ページの……。 
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○議長（大西一司君） ９，１，１の。 

○１番（美馬友子君） 下から５つ目です。 

○議長（大西一司君） ９カ年皆勤が。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） 済みません，９カ年の人数は把握してませ

ん。もし要るんだったら，またお知らせします。 

○１番（美馬友子君） 毎年そんな生徒さんが出よるんかなと思ってすごいなと。 

 それともう一点，団体補助金の勝浦町青年会活動補助金なんですが，町の青年会，

何人ぐらいが加入されて，どんな活動されよんか。このごろ減って大変じゃというお

話も聞くんで，どんなんかなって，状況的に。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） 昔ほどは当然活発ではないと思います，正直

言うて。ちょっと私もそこのところ最近の活動を確認しておりませんけども，清掃活

動であったりとか，わかりませんけど成人式のお手伝いだったりとか，そういったよ

うな活動じゃないかと思います。 

○議長（大西一司君） この間の防災講座のときに駐車場の係しとったわ。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） あとは今山農村舞台での物産販売であると

か，今言われますようにかつうら元気市の駐車場係，それから「四国のみち」の草刈

りであるとか，あと人権のカローリングへの参加とかということです。 

 それで，人数は，ちょっと会員数，わかりません。役場の職員が中心にはなってお

ると思うので，30人もいないんじゃないかと思います。済いません。 

○１番（美馬友子君） 若い青年たちが楽しんですることが何かなと。 

○議長（大西一司君） ほかにございましたら。 

 ３番河野さん。 

○３番（河野道雄君） さっきの勝中の補修の件について，私はちょっと納得がいか

んので，もう一度お尋ねをするわけですが，この勝中の設計は震度何ぼを対象にして

設計をしとったんですか。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） はっきりそこの震度幾ら，構造上の話と思う

んですけど，新耐震になってから，建物，構造，大体震度６とか，そういったことだ

と思うんです。構造上の話ですよね。本体の話ですよね。だけん，表面が云々という

話じゃなしに，そういった震度６が来たときに，極端な話，崩れ落ちひんかとか，そ
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ういった構造上での話であって，表面云々というのは震度幾らにしとるかという話で

はないと思います。 

 ここで言よんは一般的に，先ほど篰議員さんも言われたとおり，そりゃ，できたす

ぐにほかの町内でそういった被害もないのに，何で勝中だけだっていう話は，当然疑

問が湧くと思うんですけども，一応そこらは関係者が寄って，それから設計士さんも

寄って，そこらの壊れておるとか補償せないかん箇所を全箇所見まして，この場所，

この部分については震度４によるとか，それ以外のものについては不具合によるもの

とかというさび分けをしておりますので，それは先ほど言いましたように，根拠は１

つは気象庁が出しておるデータであったりとか，そういったものをきちんとした根拠

を示してもらいながらそれに当てはめていって，震度４にこんなことが起こり得るか

どうかっていうことを入れていった経緯があると思います。 

○３番（河野道雄君） 仮に普通の家庭でもそういうことが起こったら，納得ができ

ますか。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） 普通の家でですか。何回も説明させてもらっ

たとおり，役場の職員もその因果関係というのはわからないんで，設計屋さん，施工

屋さん，それから教育委員会として現地へ出向いていって，その説明を受けて，この

根拠ある数値の中で，それだったらやむを得んなという話で決断したと思います。 

○３番（河野道雄君） 今の耐震基準というのは非常に厳しい，木造住宅でも非常に

厳しいことが言われておるんで，そういう中で，こんな新しい校舎が震度４ぐらい

で，こういう，修理せないかんことが起こるっていうのは，納得は私はできんのやけ

ど，教育委員会としては納得，町としても納得の上で修理しとんだね。それは町民に

対しても説明のできる納得ですね。 

○議長（大西一司君） 多分恐らく皆さん十分納得，議員もできにくいだろうと思う

んで，またもしあれだったらどうですか，現地見るなり，ちょっと後ろの，河野さ

ん，10番議員が何か言うんで，ちょっと河野さん，いいですか。 

 どうぞ。 

○１０番（川端雅夫君） 監査委員もこれ指摘したんじゃけんど，戸田建設なり設計

事務所のほうが認めることはまずないと。ただし，そこで震度４に気象庁，いろいろ

説明があったわな。根拠がついとったわな，でしょ。 
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○教育委員会事務局長（久木喜仁君） はい。 

○１０番（川端雅夫君） ほんで，ここで素人ばっかりこれ言うたってしゃあない

し，これ第三者の立ち会いっていうんがなかったら，今後，教育委員会の皆さんと町

のほうの立ち会うたって，これ原因がはっきりわからんはずや。ほんで，これはこれ

でしゃあないとは言わんけんど，次は第三者の立ち会いのもとに検証してほしいなと

思っています。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） ここで12時来ましたので，まだちょっと質問もあるようでご

ざいますので，一旦休憩して，昼から続いてやりたいと思います。よろしいですか，

続いて。 

 それでは，日程都合によって，休憩とします。 

            午後０時00分 休憩 

            午後１時30分 再開 

○議長（大西一司君） それでは，午前中に引き続いて再開したいと思います。 

 教育委員会，ご苦労ですが，引き続いてまだちょっとしまいついておりませんの

で，やりたいと思います。 

 ボタンが３番議員，10番議員についております。もう一遍押してください。10番議

員も。 

 それで，今の勝中の補修の問題ですが，この件について引き続いてちょっと協議し

たいと思います。 

 河野さん，もう一遍どうぞ。 

○３番（河野道雄君） 私が質問しとったんですが，その後先輩議員さんのほうから

も補足質問みたいなのがあったんですが，私は今のところ納得をしておらないので，

そういう質問をしたんです。そのときに中学校の耐震基準は幾らでしとるんかと言う

た。これは幾らでしとるという答えは私はいただけないと思ったんです。というの

は，新しい耐震基準は何ぼで設定しとるんか，総務課長に去年かな，聞いたことがあ

るんですが，それはわかりませんという答えであったんで，次の今度の南海・東南海

地震が来れば大体6.5ぐらいの震度があるというようなことで，それに耐えるだけの

設計はできておると私は思ったんです。それが震度４でそういう事故があったという
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ことで，私は非常に不信感を覚えたわけで質問したんですが，本体と造作というか，

それの基準は違うと言うんですが，普通の家庭で家を建てても，大体の耐震基準これ

ぐらいということになれば，造作についてもそれには耐えるであろうと，普通の人だ

ったら常識的にそういう考えを持っとると思う。それで，教育委員さんのほうでは納

得をしとる。町長のほうも納得してのことだと言うんですが，私は納得ができないの

で，そういう質問をさせていただきました。 

 そこで，これは今すぐには返答はもらえないんではないかという気もするんです

が，近いうちにどういう話し合いの上で，町も納得をしてそのお金を払ったというそ

の経緯を私たちにもわかるように説明をしていただきたいという思いで質問させてい

ただきました。 

 ほかの議員さんのほうからも質問があるんじゃないかと思うんで，私は今すぐの返

答でなしに，次の機会でも納得のできるような説明が欲しいなということで，要望と

しておいておきます。 

○議長（大西一司君） この件についてどうですか。町長のほうが一番携わっとるけ

ん，あとのこっちのお二人さんはわからんと思うんで。納得いく説明が欲しいという

ことなんで，そこらあたり，今の感じで結構です。 

○町長（中田丑五郎君） 当然工事の後の公金を使って支払いするというようなこと

でございますので，一言一句そのときの記憶って言われても困るんですけども，何回

となく交渉報告は受けた結果，十分納得ではないけども，やむを得んことかなという

ような判断したと思うんですけども，そこら辺の話の記憶的なもんも私も当時まで振

り返ってみても，今すぐそれがよみがえってくるかどうかというのはちょっと疑問の

ところもあるんですけども，結果的には支払いしておりますので，私が判を押して最

終決定したということは間違いない事実でございます。ということは，それなりに納

得して支出したということの結果でございます。 

○議長（大西一司君） そしたら，この件について，改めてその支払いしたまでの経

過をまた調べて報告していただけるでしょうか。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） 今の私が答弁したものの……。 

○議長（大西一司君） ちょっと小休します。 

            午後１時35分 休憩 
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            午後１時42分 再開 

○議長（大西一司君） 再開します。 

 ８番井出さん。 

○８番（井出美智子君） 実際に業者と交渉した話を聞かずに，こうだろうこうだろ

う，書類上はこうだろうという話を聞いても説得力はないし，きちっと理解しにくい

面があるので，やっぱりみんなの疑問をすっきりさせるためにも，事実経過を一番詳

しい人からきちっと話を聞くのが，まず先決だと思うんですけど。 

○議長（大西一司君） はい，それはもうその意見は十分わかるし，納得いける答弁

をもう一度，今日でなくてもですよ，聞いてですね，我々は判断するということで。 

○８番（井出美智子君） それと，さっきの答弁を聞いてて，素人いきにすごく疑問

に思ったことは，そんな簡単にはがれることを業者とか一級建築士が施工ミスと認め

てしまったら，それこそ信用問題にかかわるから，それをごまかすために震度４に原

因を求めたんではないんかなっていう，今の全体のやりとを聞いてたら疑念が，私自

身疑り深いので出てきた面もあるので。 

 やっぱり建築士と施工した会社の信用問題にかかわると思うので，きちっと私たち

素人にも納得のいく説明が欲しいと思うんです。 

○議長（大西一司君） １年で何ではがれたりするのという素朴な質問，これは当然

だろうと思うんですよ。ですから，これについて自信持って，自信持ってちゅうか，

町の予算を投入したんですから，それまでの経緯っていうのはあるはずで，それを説

明していただくっていうのは，これはあの……。 

 これは，町長，こっちの方からお願いしたいと思うんですが……。 

○町長（中田丑五郎君） それは非常に大事なことで。今直ちにはですね。修理した

担当もおりますし，そのへんを聞いてみな……。 

○議長（大西一司君） それ聞いて納得できれば，それでいいし……。 

○町長（中田丑五郎君） 報告できるような状況になりましたら，報告させたいただ

きたいというふうな事で。これ以上話をしても，私の方ももやっとしているというと

ころもあるし，その辺の話をきちっとつめてしまわんだら，そこで直ちに話をするわ

けにいかんとこもありますんで，それで失礼して……。 

○議長（大西一司君） はい，わかりました。 
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 ほんなら，この件についてはそういうことで，執行部の方からきちっと説明，納得

できる説明いただくというふうなことで，そのときに判断すると。 

 期限なんですが，どうです。 

 どうぞ。 

○５番（国清一治君） この問題は非常に深いようなんで，これすぐには結論出んと

思うんじゃ。僕も言わせてもろうたら，何のために建てかえしたかっていったら，こ

れ耐震でしょ。それで震度４やったらここまでは傷むとかいう，そんな次元では町民

絶対納得せんと思う。ほじゃけん，議会としてもチェック機関ですので，これは安易

には認めるわけにはいかんと思うんです。 

 それで，町長が言いよった，今日はできんと思う，これはできんと思うんじゃ。ほ

じゃけん，私個人的にはこの９月会議の19日までにでのうても別にええと思うんよ。

保留しても，決算認定。それは，そうせなんだら，これ……。 

○議長（大西一司君） それはそのとおりでそない納得いかなんだら，これはスルー

になってしまうと思う。 

○５番（国清一治君） そういう対応してほしいと思う。 

○議長（大西一司君） そういうことで町長よろしいですか。 

            （町長中田丑五郎君「はい」の声あり） 

 間に合わなんだら，スルーになってしまう。 

            （町長中田丑五郎君「議長が……」の声あり） 

 ほんなら，そういうことで説明は後日いただくというとこで，この件はこれでちょ

っともう置きます。 

 よろしいね，ほかに，ほかの件について何か質問あればお願いします。 

 はい，５番。 

○５番（国清一治君） 局長から先ほど説明あったんやけど，説明の趣旨は100万以

上くらいでやられたと思うんやけど，僕が思うんは，やっぱり各節ごとになんぼ小そ

うても目で合計ぐらいでは言うてほしいなと思う。 

 例えば，これ運動公園の管理費のところは全く触れてないと思うんよな。人権のと

こも。ほやけん，ほれは節で100万円超えとんがないけんそうしたんかなと思うんや

けど，やっぱり合計ぐらいは言うとくべきやと思う。今までほうやんりょったんじゃ
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ないかと思う。それをお願いします。 

 ほんで，この運動公園の管理，水害でかなり傷んだんやけど，これは的確に早くき

れいに整備されたと思います。 

 そこで，聞きたいんですけども，この作業管理，施設管理委託料ちゅうの，これ一

番……，これは26ページの一番下に入っとんが，これがシルバーセンターに委託しと

る分ですね。それはそうと思う。 

 これ管理で今まで何回も，僕も一般質問でもいろいろ指摘したんですけれども，ま

あこれやりよんはひとりなんですが，その中で一番広い運動場やられとんが草刈り。

トラクターに，トラクターちゅうですかね，名前ちょっとわからんやけんど，あれっ

てどれぐらいで買われてますか。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） 星谷運動公園の草刈り機のことだと思います

が，星谷運動公園ができたときから草刈り機があったというふうに聞いております。 

 運動公園が平成５年の９月に竣工しておりますので，そのあたりの購入だというふ

うに思います。 

 以上です。 

○５番（国清一治君） はい。 

 それで，これ今回修繕費とか出とる……，修繕費というにはこれ出とんですか。こ

の草刈り機の。多少は出とんですか。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） 出てます。 

○５番（国清一治君） 出てますか。 

 今，局長言われたように，もう20年以上たって修理しても備品がないというんが現

実だと思うんで，今後買いかえの計画はどう局長考えてますか。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） 今議員さんおっしゃられたとおり，大きな修

繕がかさんでおります，今年度にかかわらず，昨年度にかかわらず。そういうこと

で，今後財政との方とも当然協議しなければならないと思うんですけども，そこらの

修繕費を重ねるよりは購入した方がいいかどうかということもひっくるめて，財政の

方と，担当と来年度以降に向けて協議したいと思います。 

○５番（国清一治君） はい，わかりました。 

 それともう一点，これ小さいことなんやけど，資料の11ページに図書館関係の事業
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でいろいろ詳細，この資料全体は非常によくできていると思いますが，この把握して

ないっていうんは，２点ほど事業であるんですけれども。 

 これはどんなんですかね，人数がわからない，記録がないっていうことですか。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） 説明資料の11ページの参加人数のところです

よね。 

○５番（国清一治君） マガジン・リサイクルとおはなし会，これ非常にいいことや

と思うんやけんど。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） おっしゃられたとおり，実質の人数を把握し

てないということで，こうやって書かせてもらってます。 

○５番（国清一治君） これ補助金ちゅうか，お金は多少出よんでしょ。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） 出てます。 

○５番（国清一治君） 出よんでしょ。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） はい。 

○５番（国清一治君） これは，やっぱり人数は入れるべきや思うんじゃ，これから

入れるようにしてください。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） はい，必ずします。 

○５番（国清一治君） あえてこうやって入れたら目立ちますので。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） わかりました。 

○５番（国清一治君） お願いします，はい。 

○議長（大西一司君） はい，５番議員，よろしいね。 

 ８番井出さん。 

○８番（井出美智子君） 済いません，関連なんですけど，マガジン・リサイクルと

おはなし会はみんなボランティアで出てると思うんです。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） お話しする人は。で，事業としては団体とい

うか，出てくれる人はボランティアなんですけど，一応読振会とかそういった組織で

の図書館事業として行っておるという意味で今言うたんやけどね。 

 ほやけん，今おっしゃられたとおり，●  ●とか●  ●とか来ていただいとん

ですけども，すべてボランティアなんですけども，読振協の会員でもあります。そう

いうことです。 
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○８番（井出美智子君） 読振協は読振協でいろんな事業をやっているので，これは

読振協とは違うあれって理解してるんです。 

 マガジン・リサイクルというのは，図書館で廃棄する雑誌なんかを希望者に持って

帰ってもらってる事業やし，おはなし会もお話ししてくれる人のところに子どもがや

ってくるんであって，そんなに町費の負担は，これに関しては私自身はないっていう

理解なんです。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） 経費はかかっていません。 

○議長（大西一司君） ほんでいいん。 

            （教育委員会事務局長久木喜仁君「内容を把握してほしい

ということですか」の声あり） 

○８番（井出美智子君） 把握していないって，参加人数，なんで把握していないっ

てなったのかわからんのんで。 

 おはなし会は，来てくれた人数控えといてくださいっていうたらできることやし，

マガジン・リサイクル，だれが何冊持ってかえってっていんは，お世話している人が

記録してもらってくださいって言ったら，簡単に記録してもらえる内容なんで，一言

それがちゃんと伝わってたら，こんなきちっと正確な人数が把握できると思うので，

以後そのようにしていただければありがたいかなと思います。 

○教育委員会事務局長（久木喜仁君） わかりました。 

○８番（井出美智子君） 町費は実質出してないはずなんで，私そう思ってるんで，

自信はないんですけど。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） はい，それでは，ほかにございましたら。 

 よろしいですか，給食センターの方も。 

 はい，それではないようようでございますので，これで教育委員会関係の協議は終

了します。 

 教育委員会，お疲れでございました。 

 小休します。 

            午後１時54分 休憩 

            午後２時00分 再開 
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○議長（大西一司君） 再開します。休憩前に引き続いて会議を開きます。 

 産業交流課関係について，一般会計から詳細説明をお願いします。 

 野上産業交流課長，お願いします。 

○産業交流課長（野上武典君） それでは，産業交流課関係の平成25年度決算状況の

説明をさせていただきます。 

 ちょっといろいろ課長によって説明する資料が異なってくるかと思うんですが，産

業交流課関係は，平成25年度一般会計歳入歳出決算主要事項説明書と記載のある資料

で説明させていただきたいと思います。 

 それで，もしあれでしたら，決算状況の資料のほうのページ数も申し上げながらい

ってもいいんですが，一応確認はさせていただきましたので，パソコンの打ち出しと

こちらでつくった資料と金額，数字等は一致いたしておると思いますので，もしわか

りにくかったら途中でおっしゃっていただきたいと思います。 

 説明書のページ数につきましては，一番右肩上にナンバーを打ってございます。№

１というところでページ数をご確認いただければと思います。 

 まず，№１をお開きいただきたいと思います。 

 №１につきましては，科目は５款の１項１目農業委員会費の説明でございます。大

きな支出といたしまして，１の報酬の農業委員さんの報酬193万9,000円とございます

が，大きいものについてはこれぐらいでございます。農業委員会の活動内容といたし

まして，この報酬につきましては委員さん，会長，それから会長の職務代理，それか

ら委員が12名ということで報酬を支出いたしております。 

 昨年の農業委員会では事業の内容，一番右側の欄でございますが，３条申請につき

まして，売買が５件，贈与が４件，交換が２件ございました。それから，転用でござ

いますが，４条申請の転用が１件，５条申請の転用が４件ございました。それから，

農地の利用集積で利用権設定，農地の貸し借りでございますが，これにつきましては

賃貸借が33件，使用貸借で11件でございました。面積等については，その右側に記載

してあるとおりでございます。 

 農業委員会費につきましては以上でございます。 

 １枚めくっていただきまして，裏の№２，農業総務費，５款の１項２目でございま

す。この中では事業が大きく２つ分かれておりまして，農業総務費，この中で大きな
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ものについては業務委託料がございますが，これにつきましては農地総合管理システ

ムの改修事業で203万7,000円，こういったものがございます。この費目の中で主な活

動といたしましては，果樹研究所跡地利活用検討委員会を開催いたしております。昨

年25年度につきましては，視察を含めまして４回，24年度から本年度の４月までの間

に９回して一応の結論が出ております。このことについては住民からの意見というこ

とで，６月の会議でも申し上げたとおりでございます。 

 それから，その下，この科目の中で人・農地プラン整備事業がございますが，この

中で大きなものといたしましては，委託料，人・農地プラン作成委託料で148万

500円，この人・農地プランにつきましては，町内２地区に分けまして，旧横瀬地

区，旧生比奈地区と地区を分けて，それぞれにプランを作成いたしております。きょ

うの新聞報道等でもございましたが，農地の出し手等を県の中間管理機構のほうに農

地を預けまして，また借り手，中心となる経営体となるべく農業に取り組んでいる農

家さんに貸していくというような調整をとっていくものでございます。 

 この科目につきまして，財源がまず農業総務費のほうで国庫補助金のふるさと緊急

雇用に係る補助金が203万7,000円ございます。それから，県の補助金として人・農地

プランの補助金が164万500円ございます。これらの財源を充当して事業を行っており

ます。 

 先ほど農業委員会のほうにつきましてはちょっと説明が漏れておりましたが，事業

の内容の欄の右肩上に財源を記載いたしておりますので，ごらんいただきたいと思い

ます。 

 続きまして，№３，５款の１項３目農業振興費でございますが，この費目の中には

大きく分けて３つの事業がございます。農業振興費で大きな支出といたしまして営農

指導に係る営農指導員の報酬，賃金で188万9,298円，それから13委託料といたしまし

て，ブランド化の委託料104万4,750円，この中には農地・水保全の管理データ整備と

いうものもございます。 

 それから，15の工事請負費では，みかんＰＲ用の看板を勝浦町に入った石原地区に

設置いたしております。それが99万7,500円でございます。 

 それから，19負担金，補助金の中で大きなものが説明の番号の379，県単振興補

助，農業振興補助ということで254万9,000円，これに対して県の補助金が209万
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9,000円ございます。これにつきましては農協が行っておりますリースハウスへの助

成，それからことし２月に行いましたみかん活性化のシンポジウムに対する補助金が

ございまして，70万円の補助金をいきいきファーマーズに補助しまして，この事業を

実施いたしております。 

 それから，町単振興補助でございますが，1,415万9,056円，これにつきましては，

先ほどお配りさせていただきました補助金の一応メニューごとに分けた最終の実績が

ございます。そちらの合計金額が一番上に出ておるんですが，1,385万9,056円，30万

円の差がございますが，この30万円につきましては，先ほど言いましたみかん活性化

シンポジウムへの町からの補助金といたしまして30万円を充当しておりますが，ここ

の中には掲上，記載できておりません。その残りの各農家等に行った補助金の内訳を

記載したものとなっております。町単補助事業の実績につきましては，大きなもので

園内道整備と園内道舗装の事業で，整備につきましては49万4,000円，舗装につきま

しては151万円，およそ200万円余りとなっております。 

 それから，中段下のほうにおりまして13の農作物鳥獣害防止対策事業で，鳥獣害防

止の柵，それから防風ネットに助成を14件いたして，補助金は131万1,000円，それか

ら下のほうで18の貯蔵庫設備補修事業，12件ございまして，132万4,000円，これにつ

きましては１件上限30万円の補助でございます。すぐその下に貯蔵庫設備の新築事業

で３件ございまして，150万円となっております。 

 それから，農協に取り扱っていただいております事業の中で大きなものにつきまし

ては，小型動力運搬機の助成で152万2,000円，それからミカン産地活性化事業で

152万9,000円，これにつきましてはミカンの苗木あるいは摘花材等への補助でござい

ます。これらを合わせまして町単補助1,385万9,056円となっております。 

 もとの説明書のほうに戻っていただきまして，あと大きな支出といたしましては，

416番，青年就農給付金450万円の交付を行っております。昨年度25年度につきまして

は４名の方への交付金が出ておりますが，うち上半期のみが１名，それから下半期の

みが１名で，合計450万円となっております。 

 それから，最後の417番，ブランド化対策事業で117万5,375円，これにつきまして

は統一段ボール箱作成時の補助でございます。ケース数は４万5,427ケースにつきま

して補助を行っております。 
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 先ほど申し上げました県単補助については，県補助金が209万9,000円，それから青

年就労給付金につきましては450万円の県の補助金がございます。それから，小さい

ものですが，環境保全型の農業を行っております農業者への補助２万4,000円等をこ

の科目で充当いたしております。 

 続きまして，その下の農業機械運営費とございますが，町有のユンボ等の機械の運

営に関する経費でございます。大きな支出といたしまして，そのユンボ等を扱ってお

りますオペレーターへの委託金でございます。166万4,550円，これにつきましては１

枚めくっていただきまして，裏の右側のページでございますが，農業用機械の運営状

況を一覧表にしております。昨年度の稼働時間につきましては596時間30分というこ

とになります。 

 それから最後，その下の農地・水・環境保全管理事業で128万7,125円の交付金を支

出いたしておりますが，これは各町内３用水組合への交付金につきまして，町が負担

する分として県のほうに支出している分でございます。その事業の内容につきまして

は，先ほど農業機械の一覧表の裏のページに平成25年度農地・水保全管理支払交付金

ということで３つの用水組合，今山と，それと中角，それと大井堰，これらに全部で

514万8,500円の交付金が支払われておりますが，これに対する４分の１が先ほどの

128万7,125円の町の負担金でございます。これを一応県のほうに負担しまして，県か

ら各用水組合のほうにおりるというふうになっております。 

 続きまして，№４，５款の１項４目水田利用対策費でございますが，ここでは大き

なものはございませんが，これは勝浦町内で１反以上の米等を栽培している農家に対

する戸別所得補償制度の事務等に係る経費を計上いたしている科目でございます。ち

なみに，町全体の戸別所得補償交付金，各農家に行く交付金につきましては673万

900円，それから産地資金，これにつきましては野菜等をつくっている者に対して交

付されるお金が56万900円ございます。 

 水田利用につきましては以上でございます。 

 続きまして，№５，畜産業費，５款の１項５目畜産業費ですが，これにつきまして

は現在大きな支出はございません。県等への負担金でございます。ただ，事業の内容

の下にあります収入で12款畜産団地の使用料が430万1,000円，一応決められたとおり

のルールで入ってきております。これにつきましては充当するところがないというこ



- 217 - 

とで，財源は入ってきておりますが，一般財源に振りかえての運用というふうになっ

ております。 

 裏面をごらんいただきまして№６，５款の６目中山間地域等直接支払制度の事業で

ございますが，大きなものといたしましては賃金で，ここで臨時職員を雇用いたして

おります。97万988円，それから19節交付金で中山間等の直接支払交付金ということ

で，この財源につきまして，また事業の内容につきましては右側の欄の事業の内容の

欄に記載のとおりでございますが，まず全体では各集落協定のほうに交付される額が

3,171万4,276円ございます。ここの一覧表に記載のとおり，それぞれ国費，県費，町

費で賄われております。その下の支払推進事業につきましては，これは事務経費に対

する国費と町費の負担部分でございます。それから，中山間の集落協定の全体の面積

につきましては，全体の集落協定数が23，ずっと変わっておりません。参加戸数につ

きましては624，交付対象面積につきましては，ここに掲載のとおりでございます。

その隣に中山間の各集落協定の25年度に交付した一覧表とそれぞれの集落協定の協定

地面積を記載しておりますので，ごらんいただきたいと思います。また，裏面には

24年度との比較の表をお示しさせていただいております。中山間直接支払制度につい

ては以上のとおりでございます。 

 その隣の№７，５款の１項７目土地改良事業でございますが，これは勝浦土地改良

区等の畑総，かんがい排水事業等の運営管理に要する費用の補助事業と，県営事業と

して行っていただいております畑総施設等の補修改修等につきましての町の負担金を

記載いたしております。大きなものといたしまして，19節の補助金，土地改良区への

補助金が3,502万8,000円，これにつきまして右が事業の内容欄で記載いたしておりま

すが，今まで通年に行っております土地改良区への運営補助といたしまして1,258万

9,000円，それから25年度から実施が始めております各園地等に行っておりますとこ

ろの量水器の更新事業に対する補助金，毎年度２地区ずつやっていこうということで

実施いたしておりますが，それが2,243万9,000円でございます。 

 それから，県営事業への土地改良事業に対する町の負担金でございますが，565万

円，25％，土地改良施設の空気弁等の老朽化したものを取りかえていくといったこと

の事業を行っております。これは今年度も続けて，量水器につきましては25年度から

８年間実施されるということになっております。県営事業につきましては，また新た
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に見直しを計画して，今後とも老朽管を更新していくというふうに考えております。 

 めくっていただきまして№８，婦人の家運営費でございますが，これにつきまして

は大きなものは13節の委託料，指定管理委託料で320万円，委託先は社会福祉協議会

でございます。婦人の家につきまして，使用料が88万1,630円入ってきております。

また，利用者数につきましては，１年間年間で2,859人となっております。それと，

全部指定管理というわけでなく，大きな補修があった場合は町が支出するということ

で，電灯板の修理が昨年度25年度にありまして，13万8,600円でございます。 

 その隣，№９でございますが，勝浦町農村環境改善センターの運営費でございま

す。 

 ５款の１項９目，これにつきましては農村環境改善センターの運営をＫ－Ｆｒｉｅ

ｎｄｓに指定管理しておりますが，そのほか11の需用費の中で光熱水費が294万

5,288円と大きく支出の額が上がっております。それから，13節の指定管理委託料

が，指定管理の部分については275万6,713円，そのほか地産地消の委託料といたしま

して16万円等がございます。これらを合わせて292万8,713円の13節委託料の支出とな

っております。年間全体の利用者につきましては，事業の内容欄にございます１万

3,776人の利用がございます。それから，センターの使用料につきましては，歳入

12款の使用料49万7,540円となっております。 

 １枚めくっていただきまして，裏の№10，５，１，10，農業センター費でございま

すが，これは中学校の前にあります土地改良区が事業を行っております施設でござい

ます。ここでは昨年度は大きな支出はございませんでした。 

 その隣の林業費のほうに入っていきたいと思います。 

 ５款林業費の２項１目林業総務費でございますが，この中には大きな事業が２つあ

ります。１点が鳥獣被害対策事業で，最も大きなものとして有害鳥獣の駆除の報償費

500万円でございます。昨年度の捕獲頭数等の実績につきましては事業の内容欄にご

ざいますが，全体で捕獲していただいた頭数を記載いたしておりますが，鹿につきま

しては有害鳥獣の捕獲期間と，それと猟期の捕獲期間両方合わせまして241頭となっ

ております。全体の駆除金額につきましては577万9,000円でございますが，県の有害

鳥獣対策推進協議会がございまして，そこから町の有害鳥獣対策協議会への会計のほ

うに111万3,000円ほどの交付金がございまして，その一部で残りを賄っております。 
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 それから，もう一つの事業といたしまして林業総務費負担金がございますが，これ

につきましては，県の徳島地区林業振興連絡協議会等への負担金が合わせて10万

7,487円となっているものでございます。負担金の内容につきましては，事業の内容

欄に記載いたしております。 

 それから，この科目に対する財源でございますが，県の有害鳥獣駆除委託料が90万

5,300円，それから鳥獣保護事務委託金が１万円ということで，財源となっておりま

す。 

 １枚めくっていただきまして裏面でございますが，５款の２項２目林業振興費，こ

こも事業として２つございます。１点目の林業振興費でございますが，ここでは大き

な支出といたしまして森林施業計画変更認定業務の委託料を森林組合に対して150万

円支出いたしております。大きなものとしては以上でございます。 

 それから，その下の森林整備地域活動支援交付金事業，この事業につきましては，

１点が森林の境界明確化事業，もう一点が林業専用道婆羅尾尖石線の開設改良事業と

いうことでございます。業務委託料といたしまして1,537万3,050円ございますが，こ

のうち境界明確化事業で，森林組合に対して1,120万350円，それから林業専用道の測

量設計業務委託金といたしまして417万2,400円が支払われております。それから，そ

の下の15節工事請負費でございますが，1,790万円，これは25年度の第１工区の工事

請負費に対する前払金でございます。残りの分につきましては26年度へ繰り越しいた

しまして，１工区につきましてはもう既に完成して事業は完了いたしておりますが，

現在第２工区に取りかかっているところでございます。全体では2,320メーターで，

第１工区が1,563メーター，第２工区が757メーターの予定でただいま事業を行ってお

ります。 

 その隣で，商工業費で６款の１項１目商工振興費でございますが，779万4,782円，

19節の補助金といたしまして，商工会へ補助をいたしております。うち270万円を商

工会の運営補助として，300万円をプレミアム商品券，夏と冬に２回行っております

が，合計で300万円。それから，商工業の活性化事業に対する補助金といたしまして

200万円，それから経営改善利子補給事業で９万4,782円，合計779万4,782円が商工会

への支出となっております。これに対する財源については，事業の内容の一番上に県

の委託金が３つほど入ってきております。 
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 そしたら，裏面をごらんいただきたいと思います。 

 №14，６，１，２の２目の観光費でございますが，これも事業を大きく分けて２

つ，観光総務費の中では，大きな支出といたしまして19節の負担金補助金及び交付金

というところで195万5,250円。それぞれの内容につきましては，事業の内容欄に記載

いたしておりますが，大きなものとして徳島東部地域体験観光市町村連絡協議会への

負担金。これにつきましては，観光に係る分が70万円，また特産品の農産物等の地産

地消等にも係る分について，これでイベントを行っておりますが，これが28万円，合

計で98万円となっております。 

 それから，その下の観光施設管理費でございますが，13節の委託料で158万

8,118円。これにつきましては，この事業の内容欄にございますが，今山のトイレの

掃除，それから「四国のみち」管理委託，それから棚野の遍路道，それから今山トイ

レの周辺雑木の剪定，それから書けておりませんが，婆羅尾のパラグライダーのテイ

クオフの基地のところで，森林組合に40万円の草刈り等整備の委託金，それから前川

キャンプ場につきまして22万2,000円の管理人さんへの支払い，それから今山トイレ

の浄化槽代として13万2,615円等が支払われておりまして，合計158万8,118円でござ

います。この観光施設への県からの委託金といたしまして，「四国のみち」管理料が

49万9,000円，それから県立自然公園の事務委託金が6,100円という財源が入ってきて

おります。 

 一般会計の最後でございますが，６款１項の３目地域交流推進費，№15でございま

すが，これにつきましては一番上の地域交流推進事業，これにつきましては各種交流

事業，大学との交流であるとかとイベント，それからグリーンツーリズムへの負担と

いうことで，大きな支出といたしましてはイベント等の補助金が266万5,000円，ビッ

グひな祭りへの助成，それからグリーンツーリズムへの負担金ということでございま

す。この中で，日大生等がフィールドワーク等に来町してきていただいております

が，そういったことに関する費用についてもここの中で賄っております。 

 その下でふるさと会との交流事業，大きな支出はないんですが，昨年度の25年度に

つきましては近畿勝浦ふるさと会が20周年を迎えまして，５月11日に20周年の記念大

会を開催いたしております。勝浦町の環境改善センター等で実施いたしております。 

 それからその下，勝浦ネットワーク交流事業，これにつきましては，千葉県の勝浦
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市のいんべやぁフェスタ，あるいは那智勝浦町のＣ級グルメフェスタ，いんべやぁフ

ェスタについては11月，Ｃ級グルメについては３月にそれぞれの市町で行われており

ますが，これに物産等の販売と観光ＰＲを兼ねて行っております。 

 その裏で，道の駅事業でございますが，道の駅ひなの里かつうらの運営に係る事業

と，それと物産協議会が25年度に発足いたしております。それに係る経費もこの中に

含まれております。大きな支出といたしましては，７の賃金で895万3,202円，これに

つきましては道の駅での協力隊員２名，それと物産協議会での事務を行っております

協力隊員の１名と道の駅の臨時職員２名の賃金がここに掲上されております。それら

の方々に対する社会保険料が94万3,769円となっております。それから，その他の需

用費で307万3,107円ということで，右肩の事業の内容欄に記載いたしておりますが，

大きなものは光熱水費で217万3,378円，それから12節の役務費104万1,474円，これに

つきましては浄化槽の清掃，法定検査等に関する費用と通信費，それからあと車検代

とかクリーニング代とかでございます。13委託料でございますが，284万2,324円，こ

れにつきましては，道の駅の運営調査業務を中小企業診断士会に委託しまして89万

6,000円，それから道の駅の警備保障業務で16万8,840円，それから駐車場，それから

トイレ等の清掃，植栽等の管理で176万684円等が支出されております。それから，使

用料及び賃借料265万8,876円でございますが，これにつきましては，地域おこし協力

隊員の家賃で135万6,000円，それから券売機，ＯＡ機器，公用車のリース料等で

130万2,876円等が支払われております。19節につきましては，大きいものがかつうら

元気市の軽トラ市でございますが，その運営補助金として90万円を掲上いたしており

ます。きちっとした数字ではないんですが，道の駅に係る直接の経費といたしまして

は1,690万円余り，おおよそ1,700万円ぐらいが道の駅に係る経費じゃなかろうかと思

われます。 

 それから，これに対する充当の特定財源でございますが，前のページの事業の内容

を右肩上に記載いたしております。歳入，14款の県からの委託金が210万円，それか

ら12款の情報館の使用料が，これはテナントからの使用料等も含まれておりますが，

113万5,100円，それから情報館に入っておりますテナント等からの共益費で19節の諸

収入で187万9,651円が収入として入ってきております。 

 ちなみに昨年度道の駅のテナントの一応来場者数を教えていただいたんですが，う
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どん屋さん――みやこ家さんで２万3,000人，オレンジさんで１万5,160人ということ

で報告を受けております。 

 また，情報館自体につきましての物産販売のところでございますが，また物産販売

のところでも申し上げますが，一応レジを通過した客数といたしまして，１万

1,676人が物産館のレジを通過しているということで聞いております。 

 以上で一般会計の歳入歳出の決算状況についての説明とさせていただきます。 

○議長（大西一司君） 産業交流課，一般会計のほうの説明が終わりました。 

 この件について何かご質疑がありましたらどうぞ，お願いします。 

 ８番井出議員。 

○８番（井出美智子君） ８ページの婦人の家なんですが，この間何人もの方から洗

濯機が壊れとんは直してくれんのんかっていう要望があって，あんな全自動の立派な

んでなくていいから，前の２槽式でもいいから毛布が洗えるようにしてほしいってい

うのがぼつぼつ聞こえてくるんですが，あのまま。前は２槽式であんな立派なんじゃ

なくって，洗うんと絞るんと２つで単純なタイプだったんで壊れにくかったんです

が，全自動のタイプにかえてから故障が多くて，使えないことが多くて修理費もかさ

んでいるので，前の単純なタイプで壊れにくいタイプでもいいからつけてほしいって

いうのがありまして。 

○議長（大西一司君） どうぞ。 

○産業交流課長（野上武典君） 私も確認は行ってきて，ちょっと何回ももう故障し

ようるということで，ある程度老朽化はしております。ただ，こういった洗濯ができ

るっていうのが，婦人の家にこういったものを，設備を整備した当初につきまして

は，町内どこにもそういった大きなものを洗うというようなところ，できるところが

なかったわけでございますが，その後生名のバイパスにもコインランドリーができま

して，何台か置いてあるのも確認させていただきまして，できれば民業へのというと

ころもありますので，民間でやっていただける分についてはお願いしたいなというこ

とで。 

○８番（井出美智子君） 金額が全く違うので，今までもう何十年もあそこで洗って

て，コインランドリーに行ったら高いし，年金生活であれやし，ほでお年寄りがおっ

たりしたらよう毛布なんか汚すんで，大きいものを洗うのに今までどおりにしたいっ
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ていう要望があって，考えてみてくれないかっていうことで。コインランドリーに行

く習慣が，皆始末なんで，収入が限られているんで，民業を圧迫って，若い人はコイ

ンランドリーにぱっと行くんでしょうけども，今まで本当に質素に生活してて，限ら

れた収入の中で少しでも始末してっていうことをやってて，今まで洗えてたのに洗え

ないんでどうにかできないんだろうかっていうんで，何人もに言われて，ちょっと聞

いてみますって言ったんで，また検討ください。 

○議長（大西一司君） よろしいですか。 

○８番（井出美智子君） 町長，余り聞いてないんで，町長，聞いてますか。 

            （町長中田丑五郎君「聞いてます」の声あり） 

○議長（大西一司君） ほかに，どうぞ。 

 ５番国清議員。 

○５番（国清一治君） ほな，まず１点聞きますが，説明資料の№３の一番下の農

地・水・環境保全管理事業，これ説明聞いたんでは県に委託して各用水組合にってい

うような説明があったような，これもうちょっと流れを具体的に教えてください。こ

れもともと補助金かなんかであるんでしょう，この事業は。ちょっとほこらの流れか

ら教えてください。 

○産業交流課長（野上武典君） 資料の中で，農業機械の裏面の一覧表でございます

が……。 

○５番（国清一治君） 何ページ。 

○産業交流課長（野上武典君） ページ数，ごめんなさい，打ってないんです。№４

の後の……。 

○５番（国清一治君） ５ページの４番。 

○産業交流課長（野上武典君） 農業機械用設備決算算出……。 

○議長（大西一司君） №５の前や，反対側や。 

○産業交流課長（野上武典君） ページの裏面でございます。 

○５番（国清一治君） ちょっと待って，５ページ。 

○産業交流課長（野上武典君） №４の後の……。 

○５番（国清一治君） ああ，これな。 

○産業交流課長（野上武典君） 実は，この農地・水・環境保全の推進協議会という
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のが町にもございますが，県にもその上部団体としてあります。この３つの用水組合

に対して，そこに514万8,000円の事業費が，それぞれの受益地等によって算出された

金額の交付があると。これについては国が４分の１，県が４分の１，町が４分の１を

負担すると。それを一旦県の農地・水・環境保全の推進協議会のほうに負担金として

町は128万7,125円，この４分の１の額を負担して支出します。県のほうの協議会から

直接各用水組合に，ここの一覧表にあるとおりで交付されるということとなっており

ます。この事務については，いわゆるみどりネット，前の土改連がその取りまとめ事

務等をやっておるし，そういった実績とか申請等の事務作業の指導も行っているとい

うことでございます。 

○５番（国清一治君） いや，もうちょっとわからんけん，もうちょっと教えてく

れ。これ国４分の１，県４分の１，町４分の１，え，ちゃうなあ，国が４分の２。 

○産業交流課長（野上武典君） ２分の１です。 

○５番（国清一治君） 半分な。ほんで，あと県，町が４分の１な。 

○産業交流課長（野上武典君） はい。 

○５番（国清一治君） これが何ぼ入ってくるの，金額。この事業費は何ぼ，この４

分の１のもとは，500万円。 

○産業交流課長（野上武典君） その一覧表の下にある514万8,500円。 

○５番（国清一治君） これが，これの……。 

○産業交流課長（野上武典君） ４分の１を町が負担して，県のほうの農地・水・環

境保全の推進協議会のほうに出しとうわけなんです。 

○５番（国清一治君） ということは，128万7,000円ちゅうんは，これは。 

○産業交流課長（野上武典君） ほだけん，この額が……。 

○５番（国清一治君） 町が出しとう分やな。 

○産業交流課長（野上武典君） この額がここの一般会計から支出されていると。 

○議長（大西一司君） ４分の１で。 

○５番（国清一治君） いや，ほったらこれって県のほうの何ちゅうん，正式にもっ

と，何じゃら協議会言うてくれ。 

○産業交流課長（野上武典君） はい。 

○５番（国清一治君） 県の組織ちゃうな，これは。 
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○産業交流課長（野上武典君） 県の，同じように町でこういった農地・水・環境保

全の推進協議会をつくれよというふうになっとう，それと同じものの県版といいます

か。 

○５番（国清一治君） ということは，町にはあるんだろう。 

○産業交流課長（野上武典君） 町にもあります。 

○５番（国清一治君） え。 

○産業交流課長（野上武典君） 町にもあります。 

○５番（国清一治君） ほったらこれ，この県の協議会通さにゃあかんの，これ手数

料か何か払よん違うん。 

○産業交流課長（野上武典君） 県のほうは国からの交付金，いわゆる推進協議会等

の県からの取りまとめの協議会については，そこへ国からの交付金がおりてくると，

それから県からもそれぞれの用水組合に交付する分として負担金をもらっていると，

町からも入ってくる。そういったそれぞれの負担金を各土地改良区とか用水組合等に

支出しているという。 

○５番（国清一治君） ほったら，町の組織の名前何ちゅうん。いや，これちょっと

聞かれるけんな，これどないなっとんでって聞かれるけん，ちょっと聞きょんやけん

ど。これって代表者がおったりするんで。町にもあるんでしょう，協議会が。 

○産業交流課長（野上武典君） 今ちょっと名前が変わってきとんですが，農業再生

協議会っていう協議会に今。 

○５番（国清一治君） 農業再生協議会。 

○産業交流課長（野上武典君） はい。これもいわゆる直接はその交付金を取り扱い

をやるんでなくて，いわゆる園地がちゃんと耕作されているか巡回のパトロールであ

るとか，そういったものを実施するということで。 

○５番（国清一治君） これ代表誰で。 

○産業交流課長（野上武典君） これ町長になると思う。 

○５番（国清一治君） ほしたら，ほの協議会のメンバーは。 

○産業交流課長（野上武典君） 済んません。 

○５番（国清一治君） 一人一人要らんけん，どんな人がなっとんか，何人おって。

町長が会長しとん。 
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 町長，これ会長しとんですか。 

○産業交流課長（野上武典君） 年に一遍再生協議会とかというて，今年はまだして

ない。 

○５番（国清一治君） メンバー誰が寄りよん。 

 やるだろう，また聞かにゃいけん，これは。みんな知らんて。中角土木もあるでい

だ。違う，違う，お金もらいよん。ああ，中角土木もあるでな，これは。 

○産業交流課長（野上武典君） 済みません，ちょっと下に問い合わせしてもよろし

いですかね。 

○議長（大西一司君） ちょっと時間が押しとうけん，後でちょっときっちり，これ

メンバーと何と報告するようにお願いします。どうもわからんようなけん。 

○５番（国清一治君） 会の実体あるんで。 

○産業交流課長（野上武典君） 実際は，おおよその基準の話をするだけであって，

特にそこで活動するといったようなものはないですね。 

            （「大きいなあ」の声あり） 

○５番（国清一治君） いや，お金が大きいんが動きょん。 

            （「それぞれはしよう」「それぞれはその財源を活用をし

て，地域の用水路を直したり」の声あり） 

 いや，担当課長が知らんちゅうんも，ほれおかしい話で。 

○産業交流課長（野上武典君） いや，誰々入っとうかと言われたら言えんのです

が。 

○５番（国清一治君） いや，必要なんじゃ，必要なんで。 

○産業交流課長（野上武典君） 多分お金の流れとしたら，国の交付金を町村に受け

るという格好でなくて。 

○５番（国清一治君） ほなもうわかった，ほなもうほの流れをちょっと何ぞメモで

もええんで書いてください。 

○議長（大西一司君） それでちょっと，これで時間とるんどったら，しょうないけ

ん。 

○５番（国清一治君） お金がどう来て，県との関係，町の組織の関係，どういう形

で各用水組合へおりよんかを書いてください，お願いします。 
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○議長（大西一司君） ほんだら，それもう。 

○５番（国清一治君） いや，いろいろあるんよ，これは。これについては意見が。 

○議長（大西一司君） ほかにございましたら。 

 ４番篰さん。 

○４番（篰 公一君） 一番最後のページの元気市，これ前軽トラ市90万円補助金出

てますね。これって25年度何回の，開かれた，25年度は。 

○産業交流課長（野上武典君） 25年度は１回です。 

○４番（篰 公一君） 25年度１回。 

○産業交流課長（野上武典君） はい。 

○４番（篰 公一君） １回のとき，25年度は１回だけだったんですか。今年度は何

か予定しとんが１回と聞いとったんやけどな。25年度も，実際されたんは１回。 

○産業交流課長（野上武典君） いわゆる軽トラ市としては１回だけです。 

○４番（篰 公一君） それから，これ90万円の大体主な支出，どういうもんに使わ

れとるかちゅうんがわかりますか。 

○産業交流課長（野上武典君） いわゆる元気市の運営委員さんがほの元気市のとこ

ろで開催する本部とか，それから出し物っていうのもやってますので，そういった経

費に使われてる。それと，大きいのは交通整理にかかる費用かなとは思うんです。大

きく出ていくっていうのが。 

○４番（篰 公一君） 金額的に非常に，１日だけのイベントにすれば大きな金額で

すし，たしか出店する人からの出店料も徴収しとったでしょう，１台当たり2,000円

とか。 

○産業交流課長（野上武典君） 昨年度については，一昨年までは3,000円だったん

ですが，昨年から1,000円には下げとんです。 

○４番（篰 公一君） 1,000円にしたんね。せっかく出すんやからもう少し，

3,000円ではなかなか売り上げからそれだけ引いたら厳しいとかというんで，ただに

できんかというような話もあったと思うんですが，その中でほういう1,000円になっ

たといういきさつもあると思うんやけど，90万円もあったら何か，実際どんな何で，

非常に大きい金額ですね。また，単純に比較はできんけれども，ビッグひな祭りに１

カ月半しとっても90万円でしょう。単純に比較はできんですけど。非常に，特に若い
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人らが中心になってやりようから，趣旨自身に反対するもんでもないんですが，これ

有効に使われてるのかどうかということだけで。 

○産業交流課長（野上武典君） あとはポスター代とか，チラシ代とか，そういった

ものが中心になってこようかとは思うんですが，ＰＲ用の経費，あるいは先ほど言い

ましたように会場運営のためのガードマンを雇うとか，あと音響設備等もほとんどが

事務屋の借り出しと，事務屋の手までやってますので，あと昨年度からはいわゆるふ

るさとの，いわゆる吉本のあれでキャンパスボーイって，そういった人を雇い上げた

っていうんはあるんですけど。 

○４番（篰 公一君） 終わった後の報告みたいなんは来るんですか。 

○産業交流課長（野上武典君） ほれは来ます。 

○４番（篰 公一君） そうですか，ほな内容はまあいうたら，担当課としては把握

しとるということですな。 

○産業交流課長（野上武典君） そうです。 

○４番（篰 公一君） わかりました。 

○議長（大西一司君） ７番山野さん。 

○７番（山野忠男君） 11ページの鳥獣害駆除ですけれども，これ実績が書いてあり

ます。これ570万円ほど書いとんですけども，先日もイノシシがクリを食べよんで

す。軽トラでとまっても逃げへんのです。ほんで，こらっちゅうておりていったら，

３メーターぐらいちょこちょこっと草むらへ入っていって，横目でじろっと人が食事

しょんのに何しに来るんなちゅうよな顔しよんです。非常にこのごろなついてしもう

とんです。ということは，物すごいイノシシにしても鹿にしても増えとうと思うんで

す。 

 ほれで，猟師をふやすとか，それから駆除費を上げるとか，それからもうちょっと

銃器の免許を安く取れるとか，何か具体策は考えてますか。お聞きしたいと思いま

す。 

○産業交流課長（野上武典君） 捕獲については，今年度はわなのほうの狩猟免許取

得者がかなり勝浦はいらっしゃるというふうに聞いてます。まだ狩猟免許の取得につ

いては，１月にもその機会があるということで，そこで受けたいという方もいらっし

ゃると聞いていますので，既に５人だったかな，わなのほうの免許は今年度受けに行
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ったというふうには聞いとんです。まだ１月にも受けたいという方はいらっしゃると

いうふうには聞いております。 

○７番（山野忠男君） 一生懸命やってくれるんだろうけど，もっとやってくれん

と，やっぱりふえる一方なんです。そら本当に，もうことごとく野菜，果物が荒らさ

れていきょんで，もう農家もしんどいと，もうこれは意欲を失うておりますんで，こ

れからいろいろと考えて，ひとつよろしくお願いしたいと思うんです。 

○産業交流課長（野上武典君） 今年度，できたら今県の職員と町の職員とが一緒に

なって，多いっていう苦情が入ってくるところの地域について調査に入ったりしてお

ります。ほの中でどういった防護柵っていうか，農家の方もできれば自分の農地を守

っていただきたいということで，できれば今年度からモデル地区の，ほの囲うような

事業を年度内に始めたいと思っております。遅くなっても27年度からですか，順次希

望する地域からそういった有害鳥獣からの防護柵っていうのを国の補助を受けて実施

したいというふうに考えております。 

○７番（山野忠男君） どうぞよろしくお願いします。 

○議長（大西一司君） ２番麻植さん。 

○２番（麻植秀樹君） 今防護ネットのことで27年度から遅くとも始めるということ

で，希望者だけって言うとったの，今。希望者だけって言っちゃっただろう。 

○産業交流課長（野上武典君） いや，希望する，できればある一定のまとまりがな

いと国のほうについてもこの計画に乗っていかないということで，できれば集落協定

ごとにそういったところ，皆が一緒になってするっていうような固まりをつくってい

ただきたいと。できれば，もう今中山間集落協定っていうんがあるんで，ここの中で

農地を守る，１農地ずつ守るっていうんではなくて，ある程度一定の農地を囲ってと

いうような国，県のイメージですので，一人で手を挙げられた場合はちょっとこの事

業の対象には乗っていかないので，今まで町の補助事業等をもってされよったんで。 

○２番（麻植秀樹君） いえいえ，そうでなしに，そういう意味じゃなしに，これは

中山間じゃなしに，この間会があったでしょう。会があったんでしょう，この事業

は。 

○産業交流課長（野上武典君） 中山間というのは……。 

○２番（麻植秀樹君） 中山間じゃなくても，これは町がやっぱり，産業課がやっぱ
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り考えてやっていかにゃいかんことなんよな。 

 ほれはほれとして，３つ簡単で結構です，これ25年度に棚，それから防風ネット，

補助金が131万1,000円と。ほなけん，これの総延長を一つ。 

○産業交流課長（野上武典君） 総延長っていうんは……。 

○２番（麻植秀樹君） 防風ネット。 

○産業交流課長（野上武典君） 防護柵よね，有害鳥獣からの。多分防風ネットって

いうのは，今は有害鳥獣からの防護柵ということで，１件20メーター以上っていうん

は該当要件……。 

○２番（麻植秀樹君） いやいや，このネットよ，これだよ。件数が14件で，事業費

が187万2,744円で，補助金が131万1,000円と，これを行った総延長，棚と防風ネッ

ト。 

○産業交流課長（野上武典君） ちょっと総延長までは，各申請者からのあれまでは

足してはないんですが。 

○議長（大西一司君） 資料あるん，わかるん。 

○産業交流課長（野上武典君） いや，一件一件のやつまでは持ってません。 

○議長（大西一司君） ほな，またちょっと，しょうがないわ，後から報告してもら

ってください，済んません。 

○２番（麻植秀樹君） それと，ちょぞっ娘ＤＶＤ，約100万円ほどかけたでしょ

う。ほいで，以前も言ったんやけど，これ費用対効果って大分出とんですか，100万

円かけて。 

○産業交流課長（野上武典君） 一応インターネットのユーチューブで流しておりま

す。こういったものは，ＰＲ効果ですので，この効果がお金あるいは数値になってあ

らわれるかっちゅういうたら，ちょっとわかりにくいところはあるんですが，再生回

数等がその目安になろうかと思います，ＤＶＤの。それが比較してというふうに。 

○２番（麻植秀樹君） というのが，前のオレンジジュースマシンも一緒やけどね，

やみくもに税金使うて，つくったわ，買うたわ，しても結局何にもならんちゅうのが

あるんよな。私これ１期させてもろうてから，たちまちもったいないなちゅう，もっ

と違うところへの予算持っていたげればなと思うんやけど，ちょっと多いような気が

して。またほれも教えてください，じんわり。 
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○産業交流課長（野上武典君） その再生回数でよろしいか，インターネット等の。 

○２番（麻植秀樹君） それは，ちょぞっ娘のＤＶＤが，それを見たからどうのこう

の，やっぱりある程度は町に対して，産業課に対してアポがあったとか，そういうな

んがあるんだったわかるが，ただ単に，またそれ載せても，ただじゃないでしょう。 

 ていうのが，お金使うてどんどんするけども，それに対する見返りというたらおか

しいけんど，それがないのに，単にとにかく，お金がちょっと，予算が余ってこれし

ちゃれっちゅうようなやり方がちょっと悪いなと思うて。 

 それと，それはもう言うても，次回で。 

 もう一つは，農業機械施設決算算出か，ここでちょっと，阿波銀行勝浦支店ちゅう

ことで出てんですけども，この中で７月の分と，７月と12月が，乗降回数がゼロにな

っとうでしょう，７月，12月，乗降回数がゼロ。実働時間が発生してきて，燃料が発

生してきて，しとんですよね，これ。これ使ってない，これ乗降回数がゼロちゅうこ

とは使ってないのに，時間にしたら約19時間，約20時間近う。ほんで，これ燃料代が

入って，委託料が入って，使用料が入ってしとんやけんど，これどんなんかいなと思

うて。その中で，修繕代も入って。この乗降回数からしたら，使うとうようになって

ないよね。 

○産業交流課長（野上武典君） 園地がそう離れていなければ，乗降，トラックとか

で乗せて運送するということですので。 

○２番（麻植秀樹君） 結局，６月毎日毎日これ園地内でしとんがこれ，園地内で仮

にしとうとしたら，これ７月は園地内であっても，１なら１，２なら２なんて言わん

の違うんですか，これ。７月，12月。ゼロちゅうことは，乗降回数ない，ゼロちゅう

ことは使用してないということでしょう。 

○産業交流課長（野上武典君） 積みおろし回数よね。 

○議長（大西一司君） 輸送車のことやけんな。 

○産業交流課長（野上武典君） 大きく園地が違う場合には，トラック雇うて運んで

いきますので，そういった経費も。 

○２番（麻植秀樹君） そしたら，この保険・回送しとうちゅうところはこれ１回し

かしとらへんでしょう，10月に，回送ちゅうんが，５万210円。 

 回送をしな，ここで10月に１回返しとうだけでしょう。ちゅうことは，同じ園地内
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におるちゅうことでしょう，これ違うんですか。 

○産業交流課長（野上武典君） これ支払いのほうになりますので，ある一定まとめ

てというところもありますし。 

○２番（麻植秀樹君） 支払いは毎月，月決めとか月初め違うんですか，これ。 

○産業交流課長（野上武典君） 請求が来たときにまとめてというんもありますの

で。 

○２番（麻植秀樹君） こんな盆と正月の２回払いというのが最近ほんなんあるんで

すか。 

 回送も，保険も。 

○産業交流課長（野上武典君） 保険回送っていうのについて，出てきとんは主にい

わゆる保険代ですね。 

○２番（麻植秀樹君） 何の保険ですか。何々に対する保険ですか。５万210円の中

の。何に対する保険ですか。 

○産業交流課長（野上武典君） ちょっと待ってください。 

○２番（麻植秀樹君） こんなんはまだあるんで，またこれも何か書面かなんかで出

してくださいよ。 

            （「これは積みおろし回数やけん，乗降じゃなしに，ユン

ボの賃料，負担，車の回数です」の声あり） 

 それやったら毎月お金が発生せにゃいかんだろ。 

            （「ちゃうちゃう，借りる人がおらんかったらここへ運べ

へん」「借りる人が払うけんここにはのらんので」の声あ

り） 

 ほれやったらここのっとんで。何でこないなっとん。回送ってなっとん。 

○産業交流課長（野上武典君） この５万3,210円につきましては，オペレーターの

損害保険料をここで払っとうということです，年間分ということで。 

○２番（麻植秀樹君） オペ，何，もう一回言うてくれる。 

○産業交流課長（野上武典君） オペレーター損害保険料をここで払っているという

こと。 

            （「ヒラキさんの」の声あり） 
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○議長（大西一司君） ほうじゃ，ヒラキさんのや。 

            （「後で詳しい……」の声あり） 

○２番（麻植秀樹君） 後でゆっくり言うてください。ほれやったら，回送ちゅうん

は全然関係ないでね。 

○産業交流課長（野上武典君） ちょっと書き方がよろしくなかったんか……。 

○２番（麻植秀樹君） よろしくないね。 

○議長（大西一司君） 何か，あとある。 

○２番（麻植秀樹君） なんぼでも聞くことあるけど……。 

○議長（大西一司君） ほなちょっと時間，一旦ちょっとあれするわな，違う人に聞

いていい，麻植さん。 

○２番（麻植秀樹君） はい，どうぞ。 

○議長（大西一司君） ほかに，ほな。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（大西一司君） ほかにないようですのですが，２番議員，まだ何かありそう

なけんど。 

 ほんならちょっと時間が押してきとうけん，かんまんで前いって。 

 それでは，一般会計のほうの産業交流課はこれで終わります。 

 もう一つの勝浦町物産販売特別会計のほうの説明をお願いします。 

○産業交流課長（野上武典君） それでは，物産販売の決算状況について説明いたし

ます。 

 これも同じような様式の最後についております決算主要事項説明書をもって説明さ

せていただきます。１枚物になろうかと思います。 

 主に，この物産販売会計につきましては，道の駅の情報館の物産販売のところで販

売するものと，それに係る直接の経費だけしか掲上はいたしておりません。 

 経費といたしましては，需用費で653万757円，この内訳につきましては，事業の内

容欄にあります商品の仕入れ費，それから独自の道の駅でつくっております商品の製

造費に対するお金ということで628万1,360円がここで支出いたしております。 

 それとあと，役務費といたしまして，宅配便等の手数料であるとか，委託料でレジ

会計システムの保守料，それから使用料としてレジシステムのリース代といったもの
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が支出いたしております。 

 それから，25年度から勝浦町の物産販売協議会を立ち上げております。これで20万

1,000円の協議会への負担金と補助金を――20万円につきましては補助金でございま

す――を掲上いたしております。 

 これに対して，収入でございますが，上のほうにあります収益事業収入で986万

2,100円，それから販売手数料，これは町内のいろんな生産者であるとか，商品等を

道の駅で委託販売いたしております，その委託販売手数料が79万7,899円。おおよそ

これあたりも割り戻しますと600万円程度ということで，全体では売り上げにつきま

しては……。ちょっと待ってください。530万円程度ということで，全体の売り上げ

では1,400万円程度ということになろうかと思います。 

 それから，先ほど申し上げましたが，客数につきましては，25年度につきまして１

万1,671人でございましたが，一昨年24年度は１万919人，23年度は１万1,698人と，

おおよそ１万1,000人程度ということで推移しているところでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（大西一司君） 説明が終わりました。 

 この件について，ご質疑ありましたらどうぞ。 

 どうぞ，４番。 

○４番（篰 公一君） 多分これ去年も説明あったと同じだったんかもわからんで，

私が見落としたんかも，このレジシステムの件，これリースっていうことで，毎月４

万7,000円何ぼ，年間で56万9,000円ですか，これ何か特殊なレジなんですか。 

○産業交流課長（野上武典君） やっぱり商品でバーコードをつけて，それで読み取

りっていうふうにして，それをデータで区分けしていくということで，弥生システム

っていうのを使いよんですが，一般にそれぐらいということでお聞きしております。 

○４番（篰 公一君） 普通量販店で打ったりとかなんとかしょんも，こんなような

もんなんですね。 

○産業交流課長（野上武典君） 大きなところはもっと大きいシステムがあって，そ

れに加入しとうみたいなんですが，道の駅の場合，そういったいっぱい出てくるよう

な商品ではないので，ほの弥生システムの中のシステムで間に合うだろうということ

でやっております。ほんで，何かバーコードのつけ方もほのＪＩＳ規格とか，そうい
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ったものについて，大きな量販店とかは統一したものがあるということで聞いており

ますが，道の駅の場合は，弥生っていう会計システムを採用してつくっていると。そ

ういったデータを入れるとバーコードがついて，商品をバーコードリーダーで読む

と。 

○４番（篰 公一君） それわかれへんけどね，売り上げの規模からいうてみたら，

何かもっと小さい簡単なことのレジでしたって，買い取ってしたって，別にそれほど

不便は感じんのんかなというような，ちょっともったいないなというような気がする

んで，そこらあたりの検討っていうんはしたことはあるんですか。 

○産業交流課長（野上武典君） 先ほど申し上げましたように，ほの大きなところへ

乗っていくともっと高いもんになるんで，この弥生システム……。 

○４番（篰 公一君） 安にするほうのなんか良い案はないかということで。 

○産業交流課長（野上武典君） これがこのときに一番いいだろうということで採用

したんであって，ちょっとほの後の検討っていうんはまだしてはないんですが。 

○４番（篰 公一君） 全体の客数，売り上げからしたら非常にこの分が高いもの，

これずうっとリースがあったら毎年払うていくようなるわけでしょう。だから，そこ

らあたり見直しっていうんも一遍必要でないかなというような感じがしますんで，ま

た検討してみてください。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） ほかにございますか。 

 よろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（大西一司君） それでは，ないようでございますので，物産販売のほうもこ

れで終わります。 

 以上で産業交流課のほうはこれで終わりたいと思います。 

 小休します。 

            午後３時26分 休憩 

            午後３時44分 再開 

○議長（大西一司君） それでは，再開をいたします。 

 町長がちょっと来客中なんで，おくれて来るそうでございます，どうぞ。 
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 それでは，休憩前に続いて会議を開きます。 

 建設課関係について，一般会計のほうから詳細説明をお願いします。 

 柳澤建設課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） 説明をいたします。 

 まず，お手元にお配りしてると思いますが，一般会計歳入歳出決算主要事項説明書

というのと，決算資料というふうなことで，一般会計のほうから始めたいと思いま

す。 

 字が細かくて申しわけないんですが，まず歳出のほうをメインにお話しさせてもら

おうと思います。歳入については……。 

○議長（大西一司君） ほんまに小まいのう，これは。 

○建設課長（柳澤裕之君） 歳入につきましては，それぞれ質問がありましたら答え

たいなと考えておりますので，よろしくお願いいたします。 

 まず，決算資料の歳出，真ん中からちょっと後の分になりますけども，おあけくだ

さい。 

 歳出の１ページめくりまして，大きい項目しか説明しませんので，よろしくお願い

いたしたいと思います。 

 まず，20分の１から，中腹の簡易水道特別会計繰出金ということで，２億……。 

○議長（大西一司君） ページだけ言うてくれへんで，款，項，目，４，１，４とか

そんなんちょっと。 

○建設課長（柳澤裕之君） ４，１，４，6001の28の１，２，簡易水道事業特別会計

繰出金２億621万4,000円，これについては特別会計のほうで詳細を説明をいたしま

す。 

 続きまして，一番下の，５，１，11，6003，19の１，452，広域農道負担金といた

しまして719万6,860円のうち，700万円が負担金として支出してございます。事業費

の負担率といたしまして，10％でございますので，7,000万円の事業費を執行してお

ります。 

 続きまして，20分の２。 

○議長（大西一司君） ２ページな。 

○建設課長（柳澤裕之君） ２ページ，20分の２です。２ページと申しますので。 
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○議長（大西一司君） はい。 

○建設課長（柳澤裕之君） ５，１，12，60004，19の１の458，農免農道負担金とい

うことで349万9,000円，うち説明書に記載してありますのが344万円でございまし

て，負担率が8.6％で，逆算しまして事業費が4,000万円ということになっておりま

す。 

 次に，下のほうです，５，１，13，60005，４の１の３，社会保険料等ということ

で18万7,698円でございます。これについては，臨時の方の社会保険料でございま

す。 

 続きまして，次のページ，３ページをおあけください。 

 ５，１，13，60005，７，１，１，臨時賃金ということで120万7,739円，これは地

籍調査による雇用の臨時賃金でございます。 

 続きまして，その下のほう，５，１，13，60005の13の１の454，地籍調査業務委託

料ということで1,857万1,245円でございます。これについては，説明書の中で３件の

委託業務を発注してございます。 

 続きまして，４ページ。４ページで，５，１，13，60005の14の１の４，リース料

ということで110万8,800円，これは地籍調査事業のシステムのリース料でございま

す。 

 続きまして，５，１，13，60005の19の１の455，地籍調査推進委員会補助金といた

しまして，38万4,000円を支出してございます。 

 続きまして，５ページ，おあけください。 

 ５ページで，５，２，３，60007の15の１の１，工事請負費で1,250万円を支出して

ございます。これについては，立川相生線，それと婆羅尾岩屋線の２件の工事でござ

いまして，前払い金のみを支出してございます。 

 次，６ページ，５，２，４，60006，13，１，３，測量設計委託料34万8,600円，こ

れは県単治山の事業の測量委託を発注してございます。 

 次，５，２，４，60006の15の１の１，工事請負費269万1,990円のうち，説明資料

では265万2,300円，これは県単治山事業において側溝関係の工事を発注しておりま

す。 

 続きまして，７，１，１，60008，４の１の３，社会保険料等ということで37万
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9,726円を保険料として支出しております。 

 それで，次のページの７ページで，その保険料については，７，１，１の60008，

７，１，１の臨時雇用賃金でございます。それで，支出額は216万2,400円，これは土

木管理の臨時賃金でございまして，県土木系のＯＢの方を雇用してございます。 

 次，下へ行きまして，７，１，１，60008の12の１の４，手数料ということで111万

6,100円，これは横瀬与川内線の分筆等の登記手数料でございます。２件あります。 

 次，ページめくっていただきまして，８ページ，７，１，１，60008，13，１の

451，道路台帳委託料ということで40万8,992円，これは道路台帳の整備の測量委託料

でございます。その下の，番号だけ申しますが，456，登記等委託料でございます。

これについては262万5,000円，これは生名谷川の改修の関係でございます地図訂正等

の業務でございます。 

 続きまして，９ページ。９ページで，７，２，１，60009の４の１の３です。社会

保険料38万459円，それは，その下の人夫賃金に係る社会保険料でございます。 

 次，その下のほうで，７，２，１，60009の７，１，３，人夫賃金でございまし

て，224万8,607円でございます。これは，道路維持作業員といたしまして雇用をして

おります。 

 次のページ，10ページです。７，２，１，60009の13の１の221，棚野立川線道路維

持管理委託料でございまして，50万円を支出しております。その下のほうですが，

455で草刈り業務委託料ということで22万円，これは２件ございまして，８万円と

14万円の仕分けでございまして，２件ございます。これは，横瀬立川線と婆羅尾線と

いうことになってございます。次，その下の457，業務委託料ということで94万

5,750円でございます。これは，生名中央線の立木枝打ち業務などでございまして，

ほのうち説明書には83万4,750円を表示してございます。 

 これ，14の１の２，借り上げ料ということで142万8,735円，システム借り上げ料２

件でございます。 

 次に，15の１の１，工事請負費ということで2,461万8,510円，これは町単事業であ

りまして，主に町道の維持補修工事費を支出してございます。件数は21件ございま

す。 

 続きまして，16の１の１，原材料費ということで118万3,950円を支出しておりま
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す。これは，町道の維持管理等で，地元の関係者の方が材料支給を求められます場所

とかにおいては，材料支給をしております。 

 次，11ページ，おあけくださいまして，７，２，２の60010，13の１の３，測量設

計委託料でございます。それで，支出額が540万3,300円，これは町道の改良費の測量

試験費でございまして，11件発注してございます。 

 その下，14の１の２，借り上げ料，これは42万3,360円で，システム借り上げ料で

ございます。 

 次，４のリース料でございます。リース料については，35万7,840円で，公用車の

リース料でございます。台数といたしましては，２台でございます。 

 一番下の15の１の１，工事請負費といたしまして3,568万2,050円，これは町道の改

良工事費でございまして，28件発注してございます。 

 次，めくりまして12ページ，７，２，３，13の１の３で，測量設計委託料で49万

8,750円，これは横瀬の排水関係の検討資料の委託業務でございます。 

 次，その下，15の１の１，工事請負費ということで99万7,500円，これは生名谷川

の改修に伴う県営に対する関連工事でございます。 

 続きまして，19の１の468，県単維持補修及び改良事業の負担金ということで，県

営事業に対する負担金でございまして，430万8,000円を支出してございます。負担率

が15％ございますので，事業費といたしましては，2,872万円の事業費でございまし

た。 

 13ページです。13ページについては，７，２，４の60012，３，１でございます。

その下の13の１の４の設計監理委託料ということで403万2,000円，これ主に社会資本

事業の測量設計委託料でございまして，２件でございます。 

 次に，15の１の１，工事請負費で，金額が4,349万1,900円，これは社会資本工事で

５件の物件を発注しております。 

 続きまして，14ページ。14ページで，７，３，１，60013，４の１の３，これも社

会保険料ということで78万5,876円，これは河川草刈りの２名の社会保険料でござい

ます。 

 そして，その下の７，１，３，人夫賃金については433万3,308円で，これは２名の

12カ月分の負担金でございます。 
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 次，15ページをお願いいたします。 

 ７，３，１，60013，13の１の457，業務委託料といたしまして，126万6,300円，こ

れは河川の土砂ざらえでありまして，２件発注してございます。それについては，説

明書に入っておりませんので，おわび申し上げます。 

 続きまして，16ページ。16ページで，７，３，２，60014，13の１の３，測量設計

委託料ということで，46万2,000円を発注してございます。これは，県単急傾斜地崩

壊対策事業という事業の測量設計の委託料でございます。当年度においては，今山地

区のイノタニさんの家の裏を測量をしてございます。それに伴う工事費がないのは，

平成26年度へ繰り越しを全額しております。 

 下のほうに参りまして，19の１の469，県営急傾斜地崩壊対策事業負担金というこ

とで，執行額が620万円，10％の負担率でございますので，事業費としましては

6,200万円ということになっております。 

 続きまして，17ページ，７，４，２の60016，13，１，453，木造住宅耐震改修アド

バイザー業務委託料ということで，45万円を支出してございます。これについては，

１戸当たり３万円で，15戸でございます。 

 続きまして，18ページ。18ページでは，11，１，60017の15の１の１，工事請負費

で364万3,450円でございます。これは３件の工事物件を発注しております。 

 次，めくっていただきまして，19ページ，11，２，13の１の３，測量設計委託料と

いうことで89万8,800円，これについては２件の測量設計委託業務を発注しておりま

す。 

 15の１の１，工事請負費ということで1,225万1,500円，これは３件の工事を発注し

ております。 

 続きまして，最後の20ページです。20ページ，12，１の13の１，測量設計委託料と

いうことで142万2,800円，これは４件の物件を発注しております。 

 一番最後に一番下のほうで，15の１の１，工事請負費ということで1,473万7,800円

を支出してございます。物件数については３件でございます。 

 以上で一般会計の説明を終わりたいと思います。 

○議長（大西一司君） 一般会計終わったんですが，何の工事やらちょっとわかりに

くかったんやけんど，質問してもらおうか。 
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 それでは，建設課の一般会計について質疑のある方はどうぞ，お願いします。 

 皆さん考えとう間に，私のほうから，ほな１件。 

 ７ページにある臨時雇い，県のＯＢさん，この方はずっとまだおいでよんですか。

ほで，どんな仕事をなさって，またいつまで続く予定ですか。 

○建設課長（柳澤裕之君） どんな仕事をするかということですが，現在のところは

水道関係の仕事のお手伝いをしていただいてます，日ごろは。ほんで，間は若い方た

ちと一緒に行ってもろうて測量をしてみたり，それからいろんな現場での助言をいた

だいたり，教育も含めながらお願いをしているところでございます。 

 それと，いつまで雇用なのかということですが，今私どもが思っているのは，３年

程度を考えてはございます。 

○議長（大西一司君） 今年で最後。 

○建設課長（柳澤裕之君） ２年目です，２年目。 

○議長（大西一司君） ２年目ね。 

○建設課長（柳澤裕之君） 一応書き物とかはないんですけども，一応臨時雇用につ

いてはおおむね３年，マックス３年ぐらいというようなことでというふうに聞いてお

りますので，ほのあたりを考慮に入れて考えております。適用については，それぞれ

あるんですけどもね。 

○議長（大西一司君） 指導してくれよんですか。 

○建設課長（柳澤裕之君） 指導もあるし，それから自分で仕事もしてもらいよる

し，近々では社会資本事業で，家台中山線ちゅうて石原のほうの道なんですけど，ほ

の設計業務とかの担当とともに一緒に行ってもろて，話に入ってもらうというふうな

ことで，通常ならば私も一緒に行きょったんですけども，ある程度お任せして行って

もらえれるなというふうなことで，大分助かっております。 

○議長（大西一司君） ああ，ほうですか。ほら，ためになるんやったら，ほらええ

と思うんけんど。 

 どうぞ，皆さん。 

 ７番山野さん。 

○７番（山野忠男君） 15ページなんですけども，河川の土砂ざらえっていうのが２

件あります。126万6,000円ですか，横瀬橋の下流とか沼江地区，非常に高いとこがあ



- 242 - 

るんですけれども，大体この２件というんはどことどこなんですか。15ページです。 

○議長（大西一司君） 河川の砂ざらえ，４，５，７。 

○建設課長（柳澤裕之君） それは，西岡の山田谷川と，それと沼江谷川支流です，

石原。 

○７番（山野忠男君） 支流ですか。 

○建設課長（柳澤裕之君） 山田谷川というのは，福徳さんのおうちご存じかな，福

徳さんのあたりから流れ出ています谷の土砂を取り除きました。 

○７番（山野忠男君） ああ，そうですか。 

○建設課長（柳澤裕之君） それと，沼江谷川支流というのは，先ほどの家谷中山線

を阿南のほうへ入りまして，石田のえっちゃんの家の裏から出てきとう谷が掛谷川の

ほうへ流れ込んでいます。その谷がかなり堆積しとうということで，土砂の取りのき

を行いました。 

 土砂ざらえについては，定期的にせにゃいかんところもあります。それで，年次計

画的には考えていろいろやっています。いつも年次計画的にやるとこについては，特

に中角谷川の小学校のあたりから下流です，ほのあたりについては土砂谷になったり

しますんで，２年に一遍，様子を見ながらというふうに実施はしとうございます。 

○７番（山野忠男君） ほうですか，大体これはもう支流やね。 

○建設課長（柳澤裕之君） そうね，本川でなしに。本川のほうについては，やはり

県の管理でございますので，例えばローソン裏の掛谷川とかというのは県管理でござ

いますので，県の予算等もいろいろありますが，要望等は続けてございます。 

○７番（山野忠男君） ほうですか，かなり高いようなけんね，ああいうとこも必要

なんちゃうかなと思うたりすんやけどね。 

○建設課長（柳澤裕之君） 高いとこと申しますと。 

○７番（山野忠男君） あっこのローソンの前あたり。 

○建設課長（柳澤裕之君） 高いですね。高くて水はけが悪いというふうなことをい

ろいろ聞いておりますので。 

○７番（山野忠男君） はい，結構です。 

○建設課長（柳澤裕之君） 要望等はやっております。 

○７番（山野忠男君） はい，よろしく。 
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○議長（大西一司君） ほかに。 

 ほな，ちょっと探しょう間に，町単改良工事28件，要望がこの年はどれぐらいでき

ましたか。課長がいつも80％以上はやるっちゅうて言よったんけんど。 

○建設課長（柳澤裕之君） 25年度要望について申しますと，ちょっと数字がややこ

しなって申しわけないんですが，総要望数が179ありました。そのうち建設課の物件

でないものが25件，それで差し引き154件の建設課で取り組むべき物件がありまし

て，154の。154あって，そのうち６件は町の単独事業でない事業で取り組もうかと。

じゃあ，町の単独事業でない，何なんなだということで，よく聞かれます社会資本事

業とか，農林関係事業とか，それから治山事業とか，その他もろもろの事業がありま

す，補助つきですよね。 

 それで，その差し引きしまして残りが148ということで，148のうち93件を平成25年

度では実施をいたしました。それについては緊急性が高いなということで判断をし

て，93件をしました。 

 それで，じゃあこの中で数が合わないじゃないかとかという話があると思われます

が，あくまでも工事請負の件数でございまして，要望件数イコール請負件数ではなく

て，取りまとめて発注したりしていますので，件数的には差があります。よろしいで

すか。 

 そんで，最後に残りの55件ほど数的にはあるんですけども，これについては次年度

送りとか，それから経過観察，また交通量等から加味すると投資効果が薄いというふ

うな物件ではございます。 

○議長（大西一司君） 課長が判断して，要望はこん中でも，148のうちでも優先順

位ちゅうか，もう後へ回してもええとかそんな判断で，やらんでもええ事業っていう

のはこん中に大分あるんですか，課長の判断で。 

○建設課長（柳澤裕之君） やらんでもええ事業ちゅうんでなしに，やっぱりそれぞ

れ地区の方の思いがありますので，経過観察といってもうちょっと我慢していただこ

うかというふうな物件です。 

 それから，最後に言うた交通量が少ないけん投資的に効果がないかなということ

で，緊急順位の高いとこからするべきかなというんで，ちょっとやはり後送りにどん

どんなっていくところはあると思われます。 
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            （「故障でもね，今すぐせんでも，もうちょっと一年，二

年しんぼうしてもらってもいけるんちゃうかというのも出

てきてます。私たちも現場へ一緒に見に行ってるんで，そ

んなんは後回しでいこうと」「単に件数だけで言われたら

ちょっとわかりにくいでしょう」の声あり） 

○議長（大西一司君） ほら，ほうと思う，現場はほらまあ，要望するんとするほう

とやったらまた違うと思うけん，判断が，ほらあ。 

 ほんだけん，区長さんやとよう連携してやってくれよったら，ほんでえんやけん

ど。 

            （「充分に理解しといてもらわんと……」の声あり） 

 地元区長さんは，ほらもう地元の要望があって上げとるやつやけん，できるだけ聞

いてあげれるように。まあしかし，予算があるんやけん，ほら。 

○建設課長（柳澤裕之君） 一つ言えることは，区長さん自身も地元の会で言うた

ら，どうしても上がってきたら上げなしゃあないとかというふうな気持ちもあったり

して。ほだけん，区長さんは区長さんなりに苦労しとうとこもあるんです。場所によ

ったらさび分けしてみたり，場所によったら全部出してきたりというふうなんがあっ

たりいろいろするんで，ほのあたりいろいろ苦労されようかなとは思います。 

○議長（大西一司君） できるだけ頑張ってください。 

 ほれと肝心なことを一つ，県単急傾斜がこれやれてない，ほで一つ先送りになっと

んやけど，台風とか土砂災害がもうだんだんとこれ，もう以前よりも増して深刻にな

ってきとる状況の中で，補助金が半分少々しかないっていう中で，やっぱりお金がど

うしても金額が張るんで，何百万円もこれ個人負担ちゅうことになってきたらなかな

か手挙げれんと思うんだけんど，これって町長，やっぱりもとに戻すか，どないんか

要望せなんだらいかんのじゃないですか。 

○町長（中田丑五郎君） 井出さんも要望しとったらしいんね，だけん知事は幅広く

……。 

○議長（大西一司君） そう言よったけんど。 

○町長（中田丑五郎君） できるだけ多く数を増やしたい，せんだって言よんですけ

ど，その話をちょっと，前は補助が大きかったんやけど，それよりも補助を少なくし
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てでも着工数を増やしていきたいというようなことの要請です。 

○議長（大西一司君） これ現実に，しかし出てきよらんのに。 

○町長（中田丑五郎君） 負担率を，もうちょっと出さしてもらわなんだらっていう

んは，知事に言よんやけどね。 

            （「知事の答弁が個人の住宅の資産価値を上げるようなこ

とに補助金は使えないって。勝浦や上勝の山の家や土地に

値打ちはないのに，買い手もない土地にどこに資産価値が

あるのか，命がかかわる問題ですよっていうたら，何も言

わんかった」の声あり） 

○議長（大西一司君） ほんで，以前の負担率が安いときには30％か。あのときには

もう十何件待ちよったんですよ，要望して。待ちよったんが，それがもう負担率が

45％，今，になってきたらもう極端に減ってしもて，ほらもうこれは要望がないの，

知事が言いよんとはもう全然違うような方向になってきとるけん，これは再検討して

もらわなと思う，ぜひ。 

            （「議長，議長会で」の声あり） 

 議長……。 

            （「町村会のときに，議長会のとき」の声あり） 

 ほうやな，私のほうに降りかかってきた。 

            （「私のほうへって，議長会がな」の声あり） 

 ほな，連携して頑張りましょう。 

 ほかにございましたら。 

 １番。 

○１番（美馬友子君） それぞれの町道改修，お世話になっとんですが，これを地図

に落として情報を提示していただけると，より一目瞭然でわかって，次年度の計画に

も生かせるっていうことで，そういうことは可能なんでしょうか。 

○建設課長（柳澤裕之君） 地図に落とすねえ。地図に落としたら，私どもとした

ら，この地区は多くて，この地区はちょっと少ないというのが一目瞭然なんですよ

ね。ほで，住民に公表するとか，そのあたりはしたくないし。 

 だから，例えばじゃあほの16地区ある全部に均等に５つずつだよというふうなんも



- 246 - 

おかしいし，やはり緊急性とかいろいろあるんで，ほのあたり等を加味してやっとん

で，地図に落として出すちゅうんはちょっと，ご回答しにくいというふうなことで

す，今思うにはね。 

○１番（美馬友子君） それ要望したんは，１件は今回の防災訓練のときの危険な道

とか山とかを記入しましょうかっていうふうに，総務課からいただいた地図ではどう

してもほんなに書き切れるような地図でなかったので，各地区でも何カ所に割ってで

きるような，ほんな地図があったらいいかなと思って，ひょっとしたらこの道路のこ

とでそういう各地区の地図が提供できるんではないかなと思って考えて，ちょっと言

うてみたんですが。総務課のんは大き過ぎて，もうブロック塀がどこにあるやら全然

書けるような地図でなかったんで困ったんです。 

○建設課長（柳澤裕之君） ほれは防災の避難路の話かな。 

○１番（美馬友子君） そうそう，これにも関係してきてるかなと思うんです。 

○建設課長（柳澤裕之君） 地区要望として，皆で検討する中で，ここは避難路とし

て重要なけん広げてほしいとか，救急車が入りにくいとか，そういうふうなんで地元

で検討して上げてくれるんだったら，使い方としてはええなと思いますけど。ほん

で，各区で引き継ぎながら，ほの地図にここは改良できた，ここはまだじゃとか，こ

こは要望しちょんじゃとか，そういうふうな客観的に見てすぐわかるようなんが各区

であったら一番ええかと思うんで，役場がこれを全体的にこんな感じで執行している

とかというふうな箇所をいっぱい書くちゅうんは，ちょっと控えたいなと思ったりは

するんですけど。 

            （「図面になっとん」の声あり） 

 図面。 

 全町図はあるけども，そんなに。住宅地図やね，県の。 

            （「住宅地図，住宅地図に書く」「地区の住宅地図出しゃ

ええが」の声あり） 

 役場のホームページはあるんちゃうかな，たしか。 

            （「こういう大きな，多分みんなが……」「いろいろ非常

時に持っときたいということで」「はい，はい」「わかり

やすくで良い」の声あり） 
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○議長（大西一司君） ほれやったらええわのう。 

○建設課長（柳澤裕之君） ほれ，何だったら防災関係の観点から，やっぱり住宅地

図を焼いて，ほれに工夫を加えて各地区で相談しながら書くとか，ほんなんがあった

ら多目的に使えるんかなというふうに思います。 

○１番（美馬友子君） そういうんがあったらお願いしたいなと思います。マップ作

成にもできるし。 

○建設課長（柳澤裕之君） 防災的に今言いますと，うちの課は余り関係ないことは

ないんだけども，主的にうちの課と考えたら，やはり防災で震災が起きたときにこの

橋は落ちるだろうという想定で，避難路としたらこれしかないなとかというふうな，

各地区で，隣の地区も含めながら避難路としてはこんな感じでいかなしょうがないな

とか，そういうふうな日ごろから考えていくんがいいなとは思いますけど。 

            （「自主防災の会長さんもやっぱり避難路を……。積極的

に会長さんやってくれよるけん。協力していかないかんな

と」の声あり） 

○議長（大西一司君） そしたらほかに。 

 よろしいですか。 

 ほしたら，あと簡易水道があるんか。 

 ５番国清議員。 

○５番（国清一治君） もう既に質問出とるけん，関連になるんやけんど，まず一

つ，県のＯＢの方が来られとう，私も知らんとどこの業者の人かいなと思うて接しよ

ったんで，これ去年から，おとどしから来よんですか。去年からやね。 

            （建設課長柳澤裕之君「去年からね」の声あり） 

 できたら，そういう方については，ちょっと議会に何らかの形で言うといてくれた

ほうが失礼に当たらんと思うて，私この前現場で，割と若うない人やけん，業者の人

が来とんかと思うたら，聞きょったら県のＯＢじゃっていうことで。そういうんは，

普通の臨時の職員とまた違うと思うんよな，専門的な。 

 ほれと，この人はどういう経緯で雇われたんですか。どっか勝浦町以外に行きょっ

たと思うんよ，この人は。ほんで，仕事を聞いたら，水道関係をやると。 

○建設課長（柳澤裕之君） いや，水道関係を私どものほうでしてもらいよん。本来
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は土木系なんですけど，水道も土木系としての技術も持っとったらわかりやすいん

で。 

○５番（国清一治君） いや，僕が本人から聞いたんは，水道関係をしてくれって言

われとんやけど，私は水道はやったことない。 

○建設課長（柳澤裕之君） だから，水道も管を切ることで土仕事しますんで，土工

関係，それからアスファルト舗装関係，今回の沼江とか，それから川北についても，

コンクリート打設とかいろいろ擁壁とかいろいろしますんで，ほのあたりのことにつ

いてはやはり専門でございますので。 

○５番（国清一治君） 感じのいい人なんで，特に本人から出たもんで，そう感じま

した。 

 ほれと，町道関係の，先ほど詳細な説明があったんやけど，町の管理以外が25件と

いう，これはどういうことが含まれるんですか。 

○建設課長（柳澤裕之君） 町の管理以外というのは，個人的な要望とか，県の物件

とかです。 

 個人的な要望ちゅうのはどんなものがあるのかというと，例えば県道沿いから，個

人の出入り口から出るためのカーブミラーとか，個人の出入りから出るカーブミラー

はちょっと控えていただっきょんです，個人的要因強いんは。 

○５番（国清一治君） ほれはわかるけんど。ほな，こういうのがあるんやな。 

○建設課長（柳澤裕之君） ようけあります。 

○議長（大西一司君） わからずに出しょんがあるんやな，うちらも。 

○建設課長（柳澤裕之君） だから，よくあるんが，先ほども言うたように，区長さ

んが住民さんにいろいろ区会で聞いたときに，ここ欲しい，ここ欲しいが，カーブミ

ラーが欲しいな，うちに出入りがしにくいけん欲しいなというふうな要望があったと

きに，これは個人やけんあかんよと言わんと上げてきてくれとうところがあります。 

○５番（国清一治君） はいはい，わかった。星谷はほんなんありませんので，どん

なんがあるんかなと思うて。 

○建設課長（柳澤裕之君） ああ，済んません。 

○５番（国清一治君） ほで，もう一つ，これは農道は含まれますか。 

○建設課長（柳澤裕之君） 農道は，要望ありましたね。農道関係では，めげとうと
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こお願いしたいなちゅうふうな話はありましたね。 

○５番（国清一治君） 課長，思い出しとうだろうけんど，非常に危険な箇所がある

んで，私が町道認定に出してほしいちゅうとこなんやけんど，かなりまた今回の水で

荒れたんですよ。多分車も危険だと思う，通るんが。ほこらの対応は，今までよそで

もあったんかどうか。 

○建設課長（柳澤裕之君） 26年度要望については，ある地区で農道の改良要望とか

がありました。ほれは，国清議員さんがおっしゃるように，ほの昔に同じ事業でやっ

た物件でございます。今後いろいろ考えてみにゃいかんなというふうに思っています

んで，また町長さんともいろいろ相談を重ねたいと考えています。 

○５番（国清一治君） ほれと，さっき１番議員の質問に，地図に落としたら地区に

よってできとうとことできとらんとこがぐあい悪いちゅうような答弁が出て，ほれは

ちょっと意味が違うと思うんやけんど，ほんまに危険なとこは本来区から出てきたけ

んするやというもんでなしに，町道の管理者は町なんだから，危険な箇所はしていか

にゃ，危険でないとこはせんでえんで，基本が。ほだけん，町長さんも現場見よっ

て，ここは危ないんじゃないんかえ言うて，逆に言うてくれたとこさえあった，これ

が本来やと思うんやな。ほだけん，20出して，星谷は10しかできとらん，どこそこは

80％できとうわ，ほういうんでなしに，ほんまに危ないとこをしていったらええ話で

あって，別に地図に落としたけん，生名が多いとか，星谷が多いとかは言いませんの

で。 

            （「生名は少ないぞ」の声あり） 

 こういうんは。 

            （「わかります。そのとおりで」の声あり） 

 ほうでしょう。 

○町長（中田丑五郎君） 優先順位高いもんからしていって。考えてやってますん

で，何でもかんでもできるんであれば，これ全部したげたら喜んでくれるだろうけ

ど。優先順につけて，確認したら，いろいろ担当課長よんでいろいろと言われるけ

ん，どうしても費用がかたよらんように，まんべんなしにという思いもあろうかと思

います。そんなことも自分自身気にして言うたんだろうと思う，決してかたよったか

らではございませんので。 
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○５番（国清一治君） わかりました。 

○議長（大西一司君） 最後に言うたように，防災面とかそんなんも大事なけん，や

るっていう話やけん。 

○５番（国清一治君） 大ベテランの課長なんで，ほこらは全部ご存じと思うんです

が，もう一件聞きたいんやけど，木造の耐震で，これ15件の３万円で，これ予算使い

切っとんやけんど，実際はこれ以上の要望があったんではないんですか。これ15戸全

部，45万円消化しとんでしょう。 

○建設課長（柳澤裕之君） 要望があって，あれば次年度へ送りますけどね。 

○５番（国清一治君） だけん，結局送ったんやな。 

○建設課長（柳澤裕之君） ほうやね。 

○５番（国清一治君） わかりました。 

○議長（大西一司君） そしたら，よろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（大西一司君） ほな，一般会計これで終わります。 

 それで，これ明繰があるんですか。 

            （建設課長柳澤裕之君「はい，あります」の声あり） 

 これ説明してください。 

 続けてどうぞ。 

○建設課長（柳澤裕之君） よろしいですか。 

○議長（大西一司君） はい。 

○建設課長（柳澤裕之君） 続きまして，明許繰り越し一般会計分を，資料をおあけ

ください。それも資料２つありまして，説明資料と，それと決算資料が一対になって

おります。 

 決算資料をあけていただきまして，次に説明資料もあけといていただけますか。 

 説明資料については１ページあけたら，１枚物なので手元の横に置いていただいて

と思います。 

 これについても歳出を説明させてもらいます。 

 決算資料の真ん中辺ごろに歳出の項目がありまして，その裏をあけてください。 

 ４分の１ページ，行きます。 
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 ５，２，３の60007の13の１の３，これは測量設計委託料としまして471万

3,050円，これは林道事業でございまして，発注物件といたしましては７件発注して

ございます。７件の内訳といたしましては，測量設計が３件と，監督補助というのが

３件と，橋梁点検が１件でございまして，合計７件でございます。 

 その下の15の１の１，工事請負費ということで，5,169万3,650円を支出してござい

ます。発注物件は３件ございまして，舗装が１件，開設が２件でございます。 

 次，めくりまして，２ページ，７，２，２，60010，15の１の１，工事請負費でご

ざいまして，980万1,000円でございます。これは町単の道路改良事業の工事の請負費

でございまして，２件の物件がございます。 

 続きまして，中段で７，２，３の60011の13，１の４，設計監理委託料，金額で

663万1,800円，これは沼江バイパス事業の推進に伴う残土処理場の用地の測量調査業

務でございます。 

 次に，15の１の１，工事請負費ということで850万3,780円，これは社会資本事業で

交付を受けます事業でございまして，沼江バイパス関連で３件の工事物件を発注して

おります。 

 次，３ページ。３ページで，これが７，２，４の60012の，下へ参りまして13の１

の４，設計監理委託料ということで776万1,600円，これは社会資本の測量設計委託料

で，１件発注してございます。これは横瀬与川内線の測量設計委託業務の費用でござ

います。 

 次，下へ参りまして，15の１の１，工事請負費ということで１億894万2,750円，こ

れは社会資本交付金事業でございまして，橋梁の長寿命化が３件，それと道路の改良

が３件でございまして，６件を発注してございます。ちなみに国費については65％の

補助ということになってございます。 

 以上で繰り越しの物件の説明を終わります。 

○議長（大西一司君） 明許繰り越しについて何かご質問ありましたらどうぞ。 

 ５番，どうぞ。 

○５番（国清一治君） 沼江バイパス関連の３件で，ちょっと内容を簡単に。880万

円のやつ。 

○建設課長（柳澤裕之君） 沼江バイパス関連，説明資料の下のほうですけども，端
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からいいますと７，２，３，それで支出額の15の１の１，850万3,780円の説明をいた

します。平成24年度天川谷川改良工事が674万6,500円，それと中山地区畑総・中横水

道移転工事が52万……。 

○５番（国清一治君） ええ。 

○議長（大西一司君） 沼江バイパス関連３件って言ったん。 

○５番（国清一治君） 沼江バイパス関連の３件だけ。 

○建設課長（柳澤裕之君） 天川谷川関連工事で73万1,850円。だけん，天川谷川と

いうのが，まず……。 

○５番（国清一治君） わかる，わかる。 

○議長（大西一司君） 中山言うたけん。 

○建設課長（柳澤裕之君） ほうやね，済んません。 

 沼江バイパス関連が２件でございます。 

○５番（国清一治君） ２件。 

○建設課長（柳澤裕之君） ２件。 

○５番（国清一治君） ３件ちゃうんやな。 

○建設課長（柳澤裕之君） ３件，違います，申しわけないです。中山地区と，これ

は工事関係に伴う水道工事でございます，畑総とね。 

 天川谷川の改良工事というのは，新しく沼江バイパスの工区ができたことによっ

て，天川谷川の集水区間，いわゆる水が，雨が降ったときに寄ってくる区間が広がり

ましたので，川の断面の設計の洗い直しをしまして，それでかさ上げ等の改良工事を

するものであります。この鈴木産業さんがしたとこについては，前に役場へ来られと

ったハシタニさんのあたりの工事をさせてもらいました。 

 この工事については，３カ年で完了しております。 

○５番（国清一治君） はい，わかりました。 

○議長（大西一司君） ほかにございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（大西一司君） ないようでございますので，そしたら最後に簡易水道の特別

会計について説明をお願いします。 

○建設課長（柳澤裕之君） 最後に簡易水道特別会計，この白っぽいきれいなペーパ
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ーでございまして，それも２部ありまして，主要事項の説明資料と決算主要事項の説

明資料，一緒で…… 

            （「資料と説明書」の声あり） 

 資料と説明書でございます。両方あけて説明をいたします。 

 まず，説明資料をあけて左側のほうへ一旦置きます。 

○議長（大西一司君） ほんなん，ほんなん勝手でしょう。 

○建設課長（柳澤裕之君） それで，主要事項説明書を見ながら行きたいと思いま

す。 

 特別会計については，歳入歳出ともに説明をいたします。 

 では，歳入のほうで２分の１，上から参ります。 

 １の１の１の１の１，簡易水道使用料ということで3,769万3,490円，これはこの説

明書資料のほうで，資料のほうのページ１にあります。ページ１の左の表，使用料の

合計が3,769万3,490円でございます。これが一対になっております。 

 次，下のほう。下のほうへ行きまして，２の１の１の１の１，一般会計繰入金とい

うことで２億621万4,000円，これについては一般会計のほうで数字だけ申しまして，

後から説明いたしますよということでした。内訳については，国費の支出額が996万

8,000円でございます。地方債が4,710万円，一般財源が594万3,400円でございます。

それで，これどこに書いてあるんなというふうなことでございますが，この説明の資

料の中の全ての国費のやつを足していただいたらこれになるし，地方債を足していた

だいたらこれになるというふうにはなってございます。それで，ちょっとややこしい

のですが，ちょっとほのあたりはまた見ておいていただいたらと思います。 

○議長（大西一司君） ほんな説明。 

            （「説明したら……」の声あり） 

○建設課長（柳澤裕之君） 説明ですか。 

            （「どんどんいって」の声あり） 

 どんどん行きますね。後で質問もらいます。 

 ２分の２です，歳入の。次のページです。 

 それで，前年度繰越金，３の１の１の１の１，前年度繰越金が4,701万6,385円，こ

れについては平成24年度に報告済みということになってございます。 
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 続きまして，下の４の１の１の１，新規加入金といたしまして392万8,500円，これ

は説明書の１ページの右上の簡易水道加入金ということで，392万8,500円の内訳が入

っております。中山，棚野，西岡，沼江掛谷，沼江とか川北とか今山地区ということ

で，加入金が入金されてございます。 

 次，下のほうへ参ります。５の１の１の１の１，国庫補助金ということで，１億

2,155万1,000円，これの内訳につきましては，説明書の６ページと７ページをごらん

ください。 

 ６ページと７ページ。６ページと７ページは，６ページにおいては川北簡易水道の

事業の説明書でございます。７ページにおいては，沼江簡易水道の説明書でございま

す。その国費を両方足しますと，１億2,155万1,000円となります。ちなみに川北の６

ページのほうでは，7,171万1,000円が国費でございます。ほれに，７ページの沼江地

区の簡易水道の国費が4,984万円で，合計１億2,155万1,000円となります。 

 続きまして，下のほうの６，１，１，１，１，簡易水道事業債ということで

5,730万円，これにつきましては川北の工事のみとなっておりまして，６ページの中

段上のほうで，地方債ということで5,730万円を記入してございます。 

 続きまして，歳出に移ります。 

 歳出のほうの７分の１をおあけください。 

 説明いたしますのは，下の１，１，１，61000の下のほうに行きまして11の２の

２，消耗品でございます。消耗品費については７万3,281円，これはページ１，説明

資料の１ページの下の表，維持管理費，その他の需用費ということで，ほの中の４

番，７万3,281円を記入してございます。 

 次に，光熱費ということで，それも同じ表にありまして，光熱費274万2,857円とい

うふうに電気代ということになっております。 

 次に，修繕費ということで347万6,439円，これも同じ表の中の修繕ということでな

っておりまして，ほの修繕の詳細につきましては，347万6,439円の詳細については，

説明資料の次のページの２ページ，説明資料をあけてもらいましたら，２ページの表

に内訳を記載してございます。 

 続きまして７分の２の表の１の１の１の61000，13の１の２，施設管理委託料とい

うことで1,059万6,000円でございます。これは説明資料の３ページの左の表でござい
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まして，指定管理委託料の内訳でございます。 

 続きまして，下のほうへ行きます。15の１の１，工事請負費ということで，991万

8,650円でございます。これは，３ページの右側の458万9,900円の16件の物件と，ほ

れと５ページの532万8,750円の物件が１つありまして，それが合計で991万8,650円と

なります。 

 続きまして，７分の３ページ。７分の３ページの１の１の１の61001，11，２の

２，消耗品ということで66万5,161円，これは主に消耗品で，薬代でございます。 

 それで，１ページを開いていただいて，その１ページの右下の表でございまして，

先ほどいろいろ電気代とか修繕費，その他消耗品と言いましたが，１つ後から説明す

ることになりますが，この66万5,161円ということで，塩素管理ということで，塩素

の薬代でございます。 

 続きまして，下のほうへ行きます。13の１の13，水質検査業務委託料ということで

728万715円，これにつきましては，４ページの859万4,626円の中に入っているという

ことになります。この859万4,626円というのは，この７分の３の表の上から２行目の

額になっております。 

 次に，まず７分の３ページの７，２，０，川北簡易水道建設費ということで２億

1,421万793円で，６ページに説明資料がございます。総額が２億1,421万793円，これ

決算額の総額でございます。その内訳を申します。 

 それで，次のページの７分の４。７分の４の中で，13，１の６，設計委託料という

ことで3,324万4,150円，これについては委託料ということで，(1)の実施設計業務と

いうことで，支出額が2,990万950円となっており，この先については，設計監理委託

料とか工事申請業務の委託料でございます。 

 次に，15の１の１，工事請負費ということで１億8,093万9,850円でございます。こ

れは６ページに詳細を書いておりまして，８件の物件を発注してございます。 

 続きまして，下のほう，１，２，２になります。下から３行目で，沼江簡易水道事

業費ということで，総額が１億6,490万4,645円でございまして，表については７ペー

ジにございます。７ページのその内訳を申しますと，７分の５ページをあけていただ

きまして，13，１，６，設計委託料ということで335万2,650円，これについては施工

監理委託料とか，それから設計委託料が含まれてございます。 
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 次に，15の１の１，工事請負費で１億6,095万5,550円ということで，ページ７の工

事物件３件でございます。事業の内容の説明の中の工事内容ということで，敷地造成

工事，配水管改良工事，配水池改築工事ということで，３件の物件を発注しており，

完成に至っております。 

 あと，７分の６ページにおきましては，２の１，１，61004，23の１の１，元利償

還金が1,247万8,880円，その下の２の61005，23の１の２，利子の分で618万8,843円

となっております。 

 以上で特別会計の簡易水道事業の説明を終わります。 

○議長（大西一司君） それでは，説明が終わりました。 

 この件について何かご質疑がありましたら，どうぞ。 

 ５番国清議員。 

○５番（国清一治君） 歳入でちょっと聞きたいんやけんど，これ水道使用料で，こ

れ未収ちゅうんは発生せんのですか。水道使用料，１ページ。 

            （「ちょっと，わからん」の声あり） 

 多分各水道組合では未収が出とうとこがあると思うんだ。これ町に上がってくるだ

けを収入で受けとうもんやけん，こういうことになっとんやけど。実際，これ町の管

理となったら，ほの未収分の扱いもちょっと考えていかないかんのかなと思う。 

○建設課長（柳澤裕之君） 確かに，議員さんおっしゃるように，未収の分はちらち

ら見かけます。ほやけんど，人によってはおくれながらも払うたりして，努力してい

ただきょう人もおります。ほんで，今後……。 

○５番（国清一治君） 考えといてください。 

○建設課長（柳澤裕之君） 今後どういうふうにするかというのは，担当のほうで実

際の動く町営事業として徴収システムの，今現在検討中でございます。 

○５番（国清一治君） ほれと，前に聞いたかもわからんけんど，この指定管理委託

料の，この金額の割りの基本はどうなっとったんかいな。給水人口とか，いろいろあ

るんだろうと思うんや。 

○建設課長（柳澤裕之君） この指定管理委託料の基本的な考え方をまず申します

と，先ほど議員おっしゃったように，簡易水道の使用料ちゅうんをいただいていま

す。例えば，ある組合から100万円いただきまして，ほんでほの組合で維持管理のい
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ろんな作業を町が発注して，100万円入って50万円要ったから，あと50万円戻すよと

いうふうなんが大筋の基本と聞いています。それから，いろいろ借金が多いとこにつ

いては，やはり町が返済していくんで減してみたりというふうなことをいろいろ考慮

しながらやっているというふうに聞きました。 

○５番（国清一治君） もうちょっと詰めて，これちょっとしといてください，済ん

ません。かなりこれ差がありますので。 

○建設課長（柳澤裕之君） だから，差があるのはなぜかというと，やはり給水人口

が多かったりしとう場合があるというふうに聞いています。 

○５番（国清一治君） いや，もうちょっと調べてくれ，多分ほれでないと思うけ

ん。極端な，余りにも極端過ぎるように思うんで。またほれ，きょうもう時間が余り

ないけん，議長がにらみようけん。 

○議長（大西一司君） いやいや，にらみょうりゃへん。 

○建設課長（柳澤裕之君） 私たちもほの程度しか答えられんのやけんど，今のとこ

ろ。 

○５番（国清一治君） 非常に大切なことやけん，ちょっと調べといてください。 

○議長（大西一司君） ほんなんでよろしいんで。 

            （「10年前も20年前も一緒になっとるだろ       

   おかしい      てください」「違うん」「そ

れにあわせて」「人口ふえとんのに……」の声あり） 

○５番（国清一治君） ちょっとわかるんだったら言うてください。 

            （「いや，調べて……」の声あり） 

○建設課長（柳澤裕之君） ちょっとね。誤解を生んだらいけんので，ちょっとまた

…… 

            （「後で報告したら」の声あり） 

 後で報告します。 

○議長（大西一司君） ほかにございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（大西一司君） ないようでございますので，それでは建設課関連，これで終

了でございます。建設課，お疲れでした。 
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 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会します。 

 お疲れでございました。 

            午後５時00分 散会 

 


